


｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

日

次

は
じ
め
に

一
'
｢御
内
昏
｣
の
定
義
の
再
検
討

二
'
近
世
中
期
に
お
け
る
内
昏
授
受
の
仕
組
み

1
､
江
戸
城
殿
中
渡
し
-
黒
田
家
の
場
合

2
､
老
中
私
宅
渡
し
-
津
軽
家
の
場
合

三
､
内
蕃
授
受
の
仕
組
み
の
確
立
過
程

お
わ
り
に

福

田

千

鶴

は
じ
め
に

本
稿
は
､
江
戸
時
代
に

｢御
内
香
｣
と
史
料
上
に
現
れ
る
文
書
類
型
に
つ
い
て
､
史
料
学
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
を
試
み
る
｡
近
世
古

｢御
内
昏
｣
の
史
料
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

文
書
学
の
な
か
で

｢御
内
書
｣
と
し
て

1
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
'
江
戸
幕
府
将
軍
が
発
給
し
た
直
判
の
書
状
様
式
の
武
家
文
苔
で
､

次
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
｡

【史
料
1
】
江
戸
幕
府
将
軍

為
歳
暮
之
祝
詞

小
袖
五
到
来

悦
思
召
侯
､
猶
酒
井

(思
せ
)

雅

楽

頭

可
述
侯
也
'

十
二
月
廿
八
日

(-
)

(徳
川
家
光
)
黒
印
歳
暮
内
幸

(家
光
黒
印
)

(蜂
鎖
賀
息
英)

松
平
阿
波守

と
の
へ

こ
れ
は
'
阿
波
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
忠
英
が
江
戸
幕
府
将
軍
徳
川
家
光
に
歳
暮
の
時
服
を
献
上
し
た
返
礼
と
し
て
'
家
光
が
息
英
に
宛
て

発
給
し
た
直
判

(黒
印
)
状
で
､
形
態
は
檀
紙
折
紙
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
文
書
は
､
近
世
初
期
に
は
'
年
頭
､
三
季

(端
午
･
重
陽
･
歳
暮
)(

2
)

や
不
時
の
献
上
な
ど
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
､
将
軍
か
ら
諸
大
名
に
宛
て
発
給
さ
れ
た
が
'
次
第
に
三
李
に
固
定
化
す
る
よ
う
に
な
る

｡

ま
た
'
徳
川
氏
は
天
下
人
豊
臣
秀
吉
の
発
給
し
た

｢御
内
書
｣
の
形
式
を
継
承
し
､
時
代
に
よ
り
料
紙

･
様
式
な
ど
に
変
化
は
見
ら
れ
る

が
､
将
軍
と
諸
大
名
と
の
関
係
を
確
認
す
る
儀
礼
的
行
為
と
し
て
幕
末
ま
で
連
綿
と
続
け
ら
れ
た
｡

こ
う
し
た
江
戸
時
代
の

｢御
内
書
｣
に
関
す
る
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
､
①
上
野
秀
治
氏

｢江
戸
幕
府
御
内
書
の
基
礎
的
研
究
｣

(r学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
]
八
号
､
l
九
九
五
年
'
以
下
'
上
野
論
文
と
す
る
)'
②
高
橋
修
氏

｢近
世
に
於
け
る
御
内
書
に
つ
い
て
の
研
究
｣

(r古
文
書
研
究
し
四
三
号
'
1
九
九
六
年
'
以
下
､
高
橋
論
文
と
す
る
)
の
二
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
①
は
､
泉
応
元
年

二

六
五
二
)



か
ら
文
久
二
年

二
八
六
二
)
ま
で
の

｢御
内
書
｣
を
通
覧
L
t
そ
の
文
書
様
式
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
｡
②
は
'
家
光
期
ま
で

の
江
戸
時
代
前
期
を
中
心
に
'
豊
臣
政
権
と
徳
川
政
権
と
の
啓
札
礼
の
比
較
を
お
こ
な
い
､
｢御
内
審
｣
が
幕
府
制
度
の
機
構
化
に
果
た

し
た
役
割
を
論
じ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
'
現
存
す
る
大
量
な

｢御
内
書
｣
を
分
析
し
て
導
き
出
さ
れ
た
成
果
で
あ
り
､
近
世
古
文
書
学
に

お
け
る

｢御
内
書
｣
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

右
の
よ
う
な
蓄
積
が
あ
る
な
か
で
'
本
稿
で
あ
ら
た
め
て

｢御
内
書
｣
を
取
り
上
げ
る
の
は
'
お
も
に
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
｡
第

1
に
'
右
の
研
究
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
｢御
内
書
｣
の
定
義
'
様
式
'
あ
る
い
は
文
書
名
称
な
ど
に
つ
い
て
の
評
価
が
定
ま
っ
て
い

な
い
こ
と
､
第
二
に
は
､
｢御
内
昏
｣
の
様
式

･
機
能
に
関
す
る
分
析
が
中
心
的
課
題
で
あ
-
､
そ
れ
ら
の
文
書
の
授
受
に
関
わ
っ
た

人
々
の
動
向
や
場
の
問
題
'
あ
る
い
は
江
戸
時
代
に

｢御
内
書
｣
が
有
し
て
い
た
社
会
的
機
能
な
ど
が
､
史
料
学
的
な
観
点
か
ら
十
分
に

解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
t
に
あ
る
｡
そ
こ
で
､
第

一
節
で
は

｢御
内
書
｣
の
古
文
昏
学
的
定
義
を
検
討
し
､
近
世
史
科
学
の
体
系
化
を

は
か
る
た
め
の
一
階
梯
と
し
て
､
｢御
内
書
｣
の
名
称
付
与
の
問
題
を
考
察
す
る
｡
第
二
節
で
は
､
い
わ
ゆ
る

｢御
内
昏
｣
の
発
給
が

｢三
季
御
内
書
｣
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
'
そ
の
発
生
か
ら
保
管
に
至
る
ま
で
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
固
定
化
し
た
構
造
を
示
す
近

世
中
期
の
状
況
を
検
討
し
､
内
書
授
受
の
仕
組
み
を
構
造
的
に
揺
示
す
る
｡
第
三
節
で
は
'
前
節
で
示
し
た
構
造
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を

幕
府
老
中
制
の
展
開
と
と
も
に
検
討
す
る
｡

｢

｢御
内
書
｣
の
定
義
の
再
検
討

本
章
で
は
､
従
来
の
研
究
史
上
に
お
け
る

｢御
内
書
｣
の
定
義
に
つ
い
て
の
再
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
｡
ま
ず
､
上
野
論
文

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
l
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一三
二

で
は
､
｢江
戸
時
代
の
御
内
書
と
は
'
通
例
将
軍
よ
り

r端
午
､
重
陽
'
歳
暮
の
三
季
に
､
三
家
以
下
諸
大
名
並
に
門
跡
等
時
服
献
上
の

答
礼
と
し
て
専
ら
之
を
下
賜
｣
さ
れ
た
判
物

･
黒
印
状
の
こ
と
で
あ
る
｡
諸
大
名

･
本
騎
寺
門
跡
は
､
端
午

･
重
陽

･
歳
暮
の
三
李
に
時

服
を
将
軍
に
献
上
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
が
､
こ
の
献
上
品
に
対
す
る
礼
状
が
現
存
の
御
内
書
の
大
部
分
に
当
た
る
｣
(三
頁
)
と
定
義
し

た
｡
二
重
カ
ツ
コ
内
は
'
於
平
太
郎
氏
の
説

(｢江
戸
時
代
制
度
の
研
究
し
上
､
一
九
一
九
年
)
を
引
用
し
た
も
の
で
､
上
野
氏
は
基
本
的
に

松
平
氏
の
定
義
に
従
っ
て

｢御
内
書
｣
を
理
解
し
て
お
-
､
従
来
の
定
義
か
ら
大
き
-
出
る
も
の
で
は
な
い
｡
な
お
'
氏
は
三
李
の
献
上

品
に
対
す
る
将
軍
直
判
様
式
の
文
書
を

｢三
季
御
内
書
｣
と
名
称
付
与
し
た
が
'
三
季
以
外
に
も

｢御
内
書
｣
の
存
在
を
認
め
て
い
る
点

に
留
意
し
て
お
き
た
い
｡

次
に
､
高
橋
論
文
で
は
'
｢御
内
書
と
は
将
軍
'
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
権
威

･
権
力
を
握
っ
た
武
家
の
棟
梁
が
発
給
す
る
書
状
様
式

の
文
書
｣
(
一
六
頁
)
と
定
義
し
た
｡
ま
た
'
｢同

一
様
式
の
文
書
｣
が

｢御
内
幸
｣
あ
る
い
は

｢書
状
｣
と
'
そ
れ
ぞ
れ
違
う
名
称
が
付

さ
れ
て
い
る
古
文
書
学
上
の
混
乱
を
指
摘
し
'
｢同

一
様
式
の
文
書
な
ら

r御
内
香
し
と
統

一
的
に
呼
称
し
た
い
｣
二
五
貢
)
と
し
た
｡

た
だ
し
'
氏
が

｢同

一
様
式
の
文
書
｣
と
想
定
す
る
文
書
の
具
体
例
が
論
文
の
中
に
撃
不
さ
れ
て
い
な
い
た
め
､
ど
の
よ
う
な
様
式
の
文

書
を

｢同
一
様
式
の
文
書
｣
と
し
て

｢御
内
書
｣
と
名
称
付
与
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
明
確
で
な
い
｡
さ
ら
に
'
氏
は
'
将
軍
発
給

文
書
が

｢御
内
書
｣
と

｢書
状
｣
に
分
化
す
る
理
由
を

｢ひ
ら
が
な
使
用
額
皮
の
多
寡
｣
に
求
め
た
｡
そ
の
根
拠
は
､
r伊
達
治
家
記
録
｣

寛
永

一
二
年

(
一
六
三
五
)
一
月

一
六
日
の
条
に
引
用
さ
れ
た
家
光
の
仮
名
ま
じ
り

(自
筆
)
の
献
上
物
へ
の
礼
状
を

｢
(将
軍
)
御
自
筆
ノ

御
書
｣
と
し
て
い
る
点
に
あ
り
'
内
容
が
献
上
物
に
対
す
る
礼
状
で
あ
っ
て
も

｢ひ
ら
が
な
使
用
｣
の
も
の
は

｢書
状
｣
と
認
識
さ
れ
て

い
た
と
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
'
従
来
の
定
義
に
は
見
ら
れ
な
い
'
高
橋
氏
に
特
有
の
論
点
な
の
で
'
以
下
に
検
討
し
て
み
た
い
｡

(3
)

小
浜
酒
井
家
文
書
に
は
'
次
の
よ
う
な
徳
川
家
光
の
自
筆
直
判
文
書
を
伝
え
る

0



(4
)

【史
料
2
】
江
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
家
光
)
書
判
内
書

此
天
下
之
義
ハ
'

こ
ん
け
ん
棟
御
は
ね
を
お
ら
れ
t
は
こ
さ
き
に
て
御
納
被
成
侯
て
'
た
い
と
く
院
段
ち
ん
さ
に
て
御
あ
と
つ
か

せ
ら
れ
'
代
々
納
た
る
天
下
の
き
ハ
､
か
ら
に
も
日
本
に
も
ま
れ
な
る
さ
に
候
こ
'
其
御
あ
と
を
ふ
せ
う
な
る
身
に
て
っ
さ
侯
義
､

ミ
や
う
り
の
程
お
そ
ろ
し
-
侯
ま
＼

い
か
や
う
に
も
天
下
の
つ
ゝ
き
お
さ
ま
ら
ん
義
を
､
あ
さ
夕
く
ふ
う
す
る
と
い
へ
と
も
､
あ

ま
つ
き
へ
近
年
ハ
病
者
こ
な
り
､
は
か
-

し
-
天
下
の
ま
つ
り
事
も
つ
と
め
か
ね
侯
事
､

両
御
所
の
ミ
や
う
り
の
程
も
い
か
ゝ

思
ひ
候
付
､
昨
日
も
其
段
其
方
へ
-
わ
し
-
い
ひ
き
か
せ
侯
､
(中
略
)
此
上
は
我
々
心
て
い
の
と
を
り
ハ
番
付
お
以
い
ひ
さ
か
せ

つ

侯
ま
ゝ
'
其
上
の
義
ハ
其
方
の
心
も
ち
第

一
に
て
候
､
万
事
思
ひ
の
義
を
ハ
､
心
て
い
を
の
こ
さ
す
よ
し
あ
し
に
か
ま
い
な
-
､
七

ん
か
う
の
心
も
ち
せ
ん
に
息
ひ
侯
､

七
月
五
日

家
光

(花
押
)

(酒
井
忠
勝)

さ
ぬ
き

の守

殿

高
橋
氏
の
定
義
か
ら
い
え
ば
､
こ
れ
は

｢ひ
ら
が
な
使
用
｣
の
文
書
と
見
な
さ
れ
る
の
で

｢書
状
｣
と
な
る
が
､
酒
井
家
で
は
こ
れ
を

｢御
内
書
｣
と
理
解
し
て
い
た
｡
文
書
は
折
紙
二
親
か
ら
な
り
､
包
紙
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
包
紙
う
わ
香
に
は
宛
所
の
酒
井
忠

勝
が
自
筆
で

｢寛
永
十
八
巳
ノ
七
月
五
日
当
日
卯

御
自
筆
之
御
内
書

封

(忠
勝
黒
印
)｣
と
記
し
､
自
身
の
黒
印
を
据
え
て
い
る
｡
そ

(5
)

の
た
め
'
同
文
書
を
整
理
さ
れ
た
山
本
博
文
氏
は
'
こ
れ
ら
家
光

･
家
綱
の
自
筆
直
判
文
書
に
対
し
て

｢御
内
香
｣
の
名
称
を
与
え
た

｡

同
様
な
事
例
は
､
大
河
内
松
平
家
文
書
に
も
あ
る
.
【史
科
3
】
は
'
天
草

･
島
原

1
挟
の
鎖
圧
に
上
使
と
し
て
派
迫
さ
れ
た
松
平
僧

綱
と
戸
田
氏
鉄
を
宛
所
と
す
る
家
光
書
判
の
収
名
交
-
の
書
状
様
式
の
文
書

(折
紙
)
で
あ
る
｡
寛
政
二
年

二
七
九
〇
)
に
記
さ
れ
た
包

紙
う
わ
書
に
は

｢御
内
書
写
｣
と
あ
-
､
文
書
の
一
部
を
示
す
と
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
｡

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)(6

)

【史
料
3
】
江
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
家
光
)
書
判
内
書
写

一
三
四

1
'
便

･
飛
脚
に
て
節
々
ゆ
い
き
か
せ
侯
通
こ
､
其
元
日
に
ち
の
ひ
候
儀
ハ
く
る
し
か
ら
す
候
ま
,
.
ゆ
る
く

と
ゆ
い
付
'
諸
軍

勢
も
そ
こ
ね
さ
る
や
う
に
可
申
付
事
､

(人
力
粂
略
)

1
.
弥
年
明
て
AQ気
色
も
能
'
腺
も
な
を
-
'
大
形
本
ふ
く
し
侯
ま
ゝ
'
左
門

･
伊
豆
も
江
戸
の
義
ハ
心
安
思
ひ
'
今
度
之
儀
こ
侯

間
'
万
事
情
を
い
た
す
へ
く
侯
'
以
上
'

二
月
二
日
御
書
判

(戸

EE氏鉄
)

左

門
(松

平倍額
)

伊

豆

(7)

寛
政
二
年

(
一
七
九
〇
)
四
月

一
一
日
に
'
大
河
内
松
平
家
の
家
臣
新
藤
右
兵
衛
が
記
し
た
覚
書
に
よ
る
と
'
寛
文
二
年

(
一
六
六
二
)

に
松
平
倍
綱
が
没
す
る
に
あ
た
り
､
子
孫
が
右
の
よ
う
な
家
光
の
直
判
文
書
を
有
す
る
家
柄
を
誇
り
､
奉
公
を
怠
る
こ
と
を
危
供
し
'
倍

綱
は
所
持
し
て
い
た
家
光
直
判
文
書
を
目
の
前
で
全
て
焼
却
さ
せ
た
｡
右
の
文
書
は
'
寛
政
二
年
に
戸
田
家
で
所
持
し
て
い
た

｢写
｣
を

写
さ
せ
て
も
ら
っ
た
も
の
と
い
う
｡
包
耗
う
わ
書
に
は

｢御
内
書
写
｣
に
加
え
て

｢御
厳
筆
｣
と
あ
り
'
宛
所
の
形
式
か
ら
み
て
も
､
右

は
家
光
の
自
筆
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
真
名
書
き

･
仮
名
書
き
に
か
か
わ
ら
ず
､
将
軍
直
判
の
書
状
様
式
の
文
書
を

｢御
内
書
｣
と
呼
ぶ
事
例
が
近
世
初
期
か

ら
あ
り

(【史
料

2
】)'
そ
の
認
識
は
近
世
後
期
に
も
確
認
で
き
る

(【史
料
3
】
の
包
紙
う
わ
書
)｡
そ
の
た
め
'
｢仮
名
書
き
｣
=
書
状
と

す
る
高
橋
説
が
成
立
す
る
た
め
に
は
､
そ
の
根
拠
を
補
強
す
る
説
得
的
な
事
例
を
さ
ら
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
右



の
よ
う
な
疑
義
が
出
さ
れ
る
以
上
'
将
軍

(武
家
の
棟
梁
)
が
発
給
す
る
書
状
株
式
の
文
書
を

｢ひ
ら
が
な
使
用
頻
度
の
多
寡
｣
に
よ
っ

て

｢御
内
書
｣
と

｢書
状
｣
と
に
分
け
る
高
橋
氏
の
定
義
は
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
よ
う
｡

そ
れ
で
は
､
江
戸
時
代
に
直
判
に
よ
る
昏
状
形
式
の
文
書
を

｢御
内
昏
｣
と

｢書
状
｣
と
に
区
別
す
る
文
昏
認
識
が
存
在
し
な
か
っ
た

(8
)

の
か
と
い
う
と
､
そ
う
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
'
彦
根
井
伊
家
に
伝
わ
る

｢御
判
物
御
長
持
入
記

｣
は

'
同
家
に
伝
来
す
る
判
物
な
ど
を

入
れ
た

｢長
持
｣
の
天
明
七
年

二
七
八
七
)
一
〇
月
段
階
で
の
文
昏
目
録
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
｢御
判
物
｣
｢御
手
跡
｣
｢御
書
付
｣

｢御
筆
｣
｢御
直
筆
｣
｢御
書
｣
｢御
黒
印
御
内
書
｣
｢歳
暮
御
内
書
｣
｢御
書
出
｣
｢御
塁
印
｣
｢御
法
度
番
｣
｢御
朱
印
｣
｢重
陽
御
内
書
｣

｢御
状
｣
と
い
っ
た
文
書
名
称
が
見
え
る
｡
第

一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
'
豊
臣
秀
吉
発
給
文
番
に
関
し
て

｢御
内
音
｣
｢御
書
｣
｢御
宋
印
｣

の
区
別
が
あ
り
､
同
様
に
徳
川
秀
忠
発
給
文
書
に
関
し
て
も

｢御
内
昏
｣
と

｢御
番
｣
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢御

内
書
｣
と

｢書
状

(御
昏
)｣
の
区
別
は
､
右
に
見
え
る
多
様
な
文
番
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
特
定
す
る
作
業
を
不
可
欠

と
し
､
両
者
の
差
異
を
論
じ
る
だ
け
で
定
義
を
下
す
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
伝
存
す
る
彦
根
井
伊
家
文
書
の
な
か
か
ら

個
々
の
文
書
類
型
を
具
体
的
に
同
定
す
る
作
業
､
あ
る
い
は
文
沓
相
互
の
関
係
を
近
世
史
科
学
の
体
系
の
な
か
に
位
位
付
け
る
作
業
な
ど

を
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
が
'
こ
こ
で
は

｢御
内
書
｣
と

｢昏
状

(御
沓
)｣
を
区
別
す
る
文
番
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
す
る

に
と
ど
め
た
い
｡
な
お
､
両
者
の
差
異
は
､
従
来
指
摘
さ
れ
た
古
文
昏
学
上
の
定
義
に
基
づ
い
て
､
｢御
内
沓
｣
=
公
的
文
書
'
｢書
状

(9
)

(御
沓
)｣
=
私
的
文
書
に
あ
っ
た
と
し
て
お
き
た
い
｡

次
に
'
｢御
内
書
｣
の
様
式
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
江
戸
幕
府
将
軍
の
発
給
し
た

｢御
内
普
｣
の
差
出
は
､
昏
判

(花
押
)
･
印
判

(黒

(_0
)

印
)
の
も
の
が
多
-
見
ら
れ
る
が
､
自
筆
の
場
合
は
無
判
の
場
合
も
あ
る
｡
こ
れ
を

｢御
内
番
｣
の
定
義
に
結
び
つ
け
れ
ば
'
将
軍
直
判

の
文
書
で
あ
る

｢御
内
書
｣
に
は
､
審
判

･
印
判

･
無
判
が
存
在
す
る
｡
さ
ら
に
､
｢三
季
御
内
沓
｣
は
右
筆
沓
き
な
の
で
'
自
筆
書
き

か
右
筆
書
き
か
の
差
異
は

｢御
内
書
｣
の
要
件
で
は
な
い
｡
ま
た
､
既
述
の
よ
う
に
､
真
名
昏
き

･
仮
名
書
き
の
差
異
も

｢御
内
書
｣
の

｢御
内
普
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

二
二
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

要
件
で
は
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢は
じ
め
に
｣
で
提
示
し
た

【史
科
1
】
の
よ
う
に
,
｢御
内
書
｣
は
文
末
に

｢誰
可
述

(申
)
侯
｣
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴
の
1

つ
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
文
末
の
一
文
の
有
無
も
､
実
は

｢御
内
書
｣
の
要
件
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
､
小
浜
酒
井
家
文
書
で
は
､
次

の
文
書
を
伝
来
す
る
｡

(〓
)

【史
料
4
】
徳
川
家
康
黒
印
歳
暮
内
書

為
歳
暮
之
祝
儀
小
袖

一
重
到
来
'
喜
悦
侯
也
､

正
月
十

一
日

(徳
川
家
康
黒
印
)

(酒
井
息
利
カ
)

酒

井

与

七

郎

と
の
へ

こ
の
包
紙
う
わ
書
に
は

｢権
現
様
御
内
書

一
枚
｣
と
あ
る
｡
そ
の
た
め
'
山
本
博
文
氏
は
こ
の
文
書
を

｢徳
川
家
康
御
内
書
｣
と
名

称
付
与
し
た
｡
同
様
の
こ
と
は
'
前
掲
の

【史
料
2
】
や

【史
料
3
】
か
ら
も
指
摘
で
き
る
L
t
後
渇
の

【史
料
g
)
か
ら

【史
料
聖

で
は
'
家
綱
期
の
内
書
文
末
に
記
載
の
人
物
で
あ
る
酒
井
忠
清
宛
の

｢御
内
書
｣
も
､
特
殊
な
例
で
は
あ
る
が
文
末
の
一
文
を
欠
く
｡

そ
う
し
た
場
合
に
､
次
の
よ
う
な
文
書
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
｡

(12
)

【史
料
工

徳
川
忠
長
春
判
蕃
状

為
重
陽
之
御
祝
詞
小
袖
三
贈
給
侯
'
基
遠
路
御
佃
意
之
段
､
快
然
至
侯
'
猶
期
後
音
之
時
候
､
恐
々
謹
言
､

駿
河
大
納
言

九
月
十
二
日

忠
長

(花
押
)



(池

田
忠雄
)

因
幡
少
将

殿
御

宿所

(13
)

【史
料
6
】
徳
川
忠
長
審
判
沓
状

為
端
午
之
御
祝
義
推
子

･
単
物
故
三
送
給
侯
'
御
懇
意
之
段
､
別
而
快
然
之
至
侯
'
恐
々
謹
言
‥

駿
河
中
納
言

五
月
四
日

息
長

(花
押
)

(池
田
光
政
)

松
平
新
太
郎
殿

右
の
二
史
料
は
'
徳
川
秀
忠
次
男
の
徳
川
息
長

(従
三
位
･
中
納
言
､
従
二
位
･
大
納
重

の
発
給
文
番
で
､
池
田
家
か
ら
盃
陽
と
端
午

の
祝
儀
の
進
物
を
送
ら
れ
た
こ
と
へ
の
返
礼
を
内
容
と
す
る
書
状
形
式
の
文
香
で
あ
る
｡
｢御
内
審
｣
の
文
末
に
記
載
さ
れ
る
人
物
を
欠

く
こ
と
以
外
は
'
い
わ
ゆ
る

｢御
内
番
｣
と
見
な
さ
れ
る
文
番
と
内
容

･
様
式
的
に
大
差
は
な
い

(将
畢
発
給
文
古
に
も
､
｢謹
言
｣
｢恐
々

謹
言
｣
の
厚
礼
を
用
い
た

｢御
内
番
｣
は
あ
る
)｡
し
か
も
､
｢御
内
番
｣
文
末
の
人
物
の
記
載
の
有
無
は

｢御
内
沓
｣
の
要
件
で
は
な
い
と
す

れ
ば
､
右
は

｢御
内
書
｣
の
文
書
類
型
に
類
似
し
た
文
書
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
0

と
こ
ろ
が
'
池
田
家
で
作
成
さ
れ
た
包
紙
う
わ
書
に
は
､
｢駿
河
大
納
言
息
長
公
ヨ
リ
忠
雄
公

･
光
政
公
へ
ノ
昏
翰

式
通
｣
と
あ
-
､

｢書
状
｣
系
統
の
文
書
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
.
右
の
認
識
自
体
の
正
否
や
包
紙
う
わ
香
が
記
さ
れ
た
時
期
的
な
問
題
な
ど
に
つ
い
て

十
分
な
検
討
を
要
す
る
が
'
こ
の
事
例
は

｢三
季
御
内
昏
｣
と
頼
似
し
た
内
容
'
お
よ
び
株
式
を
も
つ
文
番
で
あ
り
な
が
ら
､
発
給
者
の

地
位
の
差
異
が

｢御
内
書
｣
と

｢昏
状
｣
の
定
立
を
す
る
う
え
で
重
要
な
要
件
と
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
｡
高
橋
氏
が

｢将
軍
'

あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
権
威

･
権
力
を
握
っ
た
武
家
の
棟
梁
が
発
給
す
る
書
状
様
式
の
文
書
｣
と
走
去
し
た
の
も
'
発
給
者
の
地
位
が

｢御
内
香
｣
の
文
書
名
称
を
獲
得
す
る
う
え
で
不
可
欠
の
要
素
と
み
な
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

｢御
内
香
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み
(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
三
八

そ
の
場
合
に
'
武
家
社
会
に
お
け
る

｢御
内
書
｣
を
単
に
将
軍
発
給
の
文
書
と
定
義
で
き
な
い
の
は
､
近
世
初
期
に
は
大
御
所
と
な
っ

た
秀
忠
や
将
軍
就
任
前
の
家
光
が
発
給
し
た
文
書
も

｢御
内
書
｣
と
称
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
｡
発
給
者
の
地
位
の
差
を
官
位

(三
位

以
上
)
の
差
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
､
徳
川
息
長
ら
三
位
以
上
の
発
給
文
書
の
存
在
が
あ
る
た
め
で
あ
る
｡

(14
)

ま
た
'
豊
臣
秀
頼
の
発
給
し
た
文
書
も

｢御
内
書
｣
と
称
さ
れ
て
い
た
｡
高
橋
論
文
で
は
蜂
須
賀
家
文
書

の

豊
臣
秀
頼
発
給
文
香
を

一

七
点
紹
介
し
､
こ
れ
が

｢御
内
書
｣
と
い
う
札
と
と
も
に
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
土
佐
山
内
家
文
書
の
な
か
に
も

｢御
内
書
｣
と
称
さ
れ
る
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書

一
〇
点
が
伝
存
し
て
お
り
'
上
野
論
文
で

｢御
内
書
｣
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
｡
そ
の
一

つ
を
文
例
と
し
て
次
に
示
す
｡

(15
)

【史
料
7
】
豊
臣
秀
頼
黒
酔
重
陽
内
書

為
重
陽
祝
儀
'
呉
服
三
到
来
､
嘉
例
之
儀
令
祝
着
侯
'
猶
片
桐
市
正
可
申
侯
'
謹
言
'

九
月
四
日

(豊
臣
秀
頼
黒
印
)

(山
内
忠
義
)

山
内
対
馬
守
殿

■-■

い
わ
ゆ
る

｢三
季
御
内
書
｣
と
同
じ
-
'
三
李
の
時
服
献
上
に
対
す
る
返
礼
を
内
容
と
し
た
直
判

(無
印
)
の
書
状
様
式
の
武
家
文
書

で
あ
る
｡
土
佐
山
内
家
で
は
､
こ
の
豊
臣
秀
頼
発
給
文
書
を
入
れ
た
木
箱
の
う
わ
書
に
､
｢秀
頼
様
御
内
書

拾
壱
通
｣
と
記
し
て
い
る
｡

ま
た
､
正
徳
三
年

(
1
七
1
三
)
一
〇
月
三
日
に
土
佐
藩
家
臣
野
本
甚
五
左
衛
門
が
作
成
し
た
入
記
で
為
る

｢党
｣
に
は
'
次
の
よ
う
に

あ
る
｡

(16
)

【史
料
8

】
野
本
甚
五
左
衛
門
文
書
入
記



党

一
'
秀
頼
公
御
内
書
拾
壱
通

一
､
秀
吉
公
御
代
之
御
奉
書
壱
通

一
'
秀
頼
公
御
代
大
坂
御
女
中
β

之
御
車
番
人
通

合
弐
拾
遺

正
徳
三
巳
年
十
月
三
日

野
本
甚
五
左
衛
門

(印
)

こ
の
よ
う
に
'
江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
も
豊
臣
秀
頼
発
給
文
番
を

｢御
内
番
｣
と
す
る
文
沓
認
識
が
あ
っ
た
｡
各
々
に
は
包
紙
が
付

さ
れ
て
お
り
､
一
例
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

【史
料
9
】
豊
臣
秀
頼
内
書
包
紙
う
わ
書

(且
元
)

為
重
陽
祝
儀
呉
服
三
到
来
嘉
例
之
儀
令
祝
着
侯
､
猶
片
桐
市
正
可
申
侯
､
謹
言
'

一

秀
頼
公
ヨ
リ
ノ
御
内
沓

九
月
四
日

3m
M基

山
内

対

馬

守

様
江

＼

こ
れ
は
'
明
ら
か
に
山
内
家
で
付
さ
れ
た
包
紙
で
あ
る
｡
｢御
内
香
｣
と

｢昏
状
｣
の
差
異
が
公
私
の
差

異にあ
り
､
｢御
内
番
｣
と
称

さ
れ
る
文
書
の
機
能
が
発
給
者
の
公
的
な
権
限
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
'
座
長
期
の
武
家
社
会
に
お
い
て
豊
臣
秀
頼
が
い
か
な
る
地
位
に

あ
り
'
ど
の
よ
う
な
公
的
な
権
限
を
有
し
て
い
た
か
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
tL
jろ
う
｡
こ
の
点
は
'
｢御
内
審
｣
の
史
科
学
的
研
究
よ

り
は
る
か
に
大
き
な
問
題
を
な
げ
か
け
て
お
り
､
俄
に
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
こ
こ
で
は

r御
内
審
｣
の
定
義
で
は
発

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

二
二
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
四

〇

給
者
の
高
い
地
位
が
要
件
と
な
る
こ
と
t
か
つ
'
そ
の
定
義
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
､
近
世
初
期
の
公
権
力
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
塵
要
な

問
題
提
起
と
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
｡

最
後
に
'
近
世
史
科
学
上
の
文
書
名
称
と
し
て

｢御
内
書
｣
と

｢内
書
｣
の
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
三
鬼
約

1

(17
)

郎
氏
の
研
究
で
は
'
豊
臣
秀
吉
自
身
が

｢内
書
｣
と
称
し
た
事
例
を
紹
介
し
て
お
り
､
高
橋
論
文
で
も
島
津
家
文
書
の
な
か
に
将
軍
徳
川

(18
)

秀
忠
が
自
ら
発
給
し
た
文
書
を

｢内
書
｣
と
称
し
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
｡
そ
の
た
め
'
高
橋
氏
は

｢
r御
内
書
｣
と

r内
香
し
と
い

う
区
別
は
特
に
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｣
と
の
見
解
を
示
し
な
が
ら
'
文
書
名
称
と
し
て
は

｢御
内
書
｣
を
採
用
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'

(_9)

｢御
内
書
｣
と

｢内
書
｣
の
区
別
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
'
｢御
内
書
｣
の

｢御
｣
は
単
な
る
敬
称
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

筆
者
の
見
解
は
､
近
世
史
科
学
の
体
系
化
を
は
か
る
う
え
で
は
'
｢内
香
｣
を
採
用
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
｡
そ
の
理
由
は
'
第

一

に
'
研
究
上
の
概
念
と
し
て
は
'
敬
称
等
は
除
外
し
た
名
称
付
与
が
好
ま
し
い
こ
と
'
第
二
に
は
､
仮
に

｢御
内
書
｣
と
い
う
文
書
名
称

を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
近
年
定
着
し
て
い
る

｢奉
書
｣
に
つ
い
て
も
､
｢御
奉
書
｣
と
し
な
け
れ
ば
体
系
性
が
と
れ
な
い
と
考
え
る

】研
E

こ
と
､
に
あ
る
｡

こ
こ
で
事
例
を
補
足
す
る
と
､
岡
山
池
田
家
文
書
に
は
､
｢参
議
様
へ
秀
書
公
AQ
内
書

1
通
｣
と
包
紙
に
墨
書
さ
れ
た

1
通
が
あ
る
｡

こ
れ
は
同
じ
包
紙
の
墨
書
か
ら
'
明
治
二
三
年

二
八
九
〇
)
に
購
入
し
た
際
に
付
さ
れ
た
文
書
名
称
と
わ
か
る
｡
内
容
は
'
九
月

一
四

(21
)

日
に
秀
吉
か
ら
羽
柴
三
左
衛
門

(池
田
輝
政
)
宛
に
出
さ
れ
た
雁
三
の
礼
状
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
｢内
書
｣
と
い
う
呼
称
は
､
発
給
者
自
ら

が
敬
称
で
あ
る

｢御
J
を
付
け
ず
に
使
用
す
る
場
合
､
あ
る
い
は
発
給
者
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
薄
れ
た
段
階
で
､
敬
称
で
あ
る

｢御
｣

を
他
者
が
削
除
し
た
場
合
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
｢御
｣
が

｢内
書
｣
と
い
う
名
詞
に
付
さ
れ
た
敬
称
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
､
研
究
上
の
名
称
付
与
は
'
特
別
な
理
由
の
な
い
限
り
敬
称
を
付
さ
な
い
こ
と
を
原
則
と
L
t
本
稿
で
は
内
書
を
採
用
す
る

こ
と
に
し
た
い
｡



な
お
'
判
物

(審
判
状
)
･
朱
印
状

･
黒
印
状
は
文
番
の
発
給
株
式
に
よ
る
呼
称
で
あ
り
､
内
沓

･
沓
状

･
番
付

･
昏
出
は
､
文
香
の

内
容

･
機
能
類
型
に
よ
る
名
称
で
あ
る
｡
文
書
の
名
称
付
与
は
'
発
給
者
+
発
給
様
式
+
内
容

･
機
能
類
型
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
名
称

を
用
い
る
方
法
が
'
そ
の
文
書
の
性
格
を
的
確
に
表
現
で
き
よ
う
｡
た
と
え
ば
､
近
年
'
定
着
し
て
い
る
江
戸
串
府
老
中
連
署
奉
書
な
ど

は
'
そ
の
代
表
例
で
あ
る
｡
以
下
で
は
'
右
の
方
法
に
従
っ
て
名
称
付
与
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡

二
'
近
世
中
期
に
お
け
る
内
書
授
受
の
仕
組
み

本
章
で
は
､
近
世
中
期
に
編
暮
さ
れ
た
儀
式
次
第
書
か
ら
､
江
戸
城
殿
中
で
内
書
を
渡
さ
れ
る
黒
田
家
と
老
中
私
宅
で
内
番
を
渡
さ
れ

る
津
軽
家
の
事
例
を
検
討
し
､
内
審
授
受
の
仕
組
み
を
概
観
し
た
い
｡

1
､
殿
中
渡
し
-
黒
田
家
の
場
合

リ
堺
E

本
節
で
は
､
宝
暦

1
二
年

二
七
六
二
)
に
福
岡
藩
の
右
筆
頭
取
浅
岡
正
勢
が
将
軍
へ
の
献
上
儀
礼
の
次
第
を
揃
筋
し
た

｢杭
年
中
式

｣

の
な
か
か
ら
'
三
季

(端
午
･
重
陽
･
歳
葦

の
時
服
献
上
の
次
第
を
検
討
す
る
｡
福
岡
洋
は
筑
前
四
三
万
三

1
0
0
石
を
領
す
る
国
持
大

名
で
あ
り
'
藩
主
は
黒
田
氏
で
あ
る
｡
本
史
料
は
'
五
代
藩
主
黒
田
継
高
在
位
期

(在
位
T
七
1
九
～
一
七
六
九
)
の
享
保
七
～
八
年

二

七
二
二
-
三
)
頃
に

一.鹿
編
碁
さ
れ
た
が
未
完
で
あ
-
'
し
か
も
細
事
は
口
伝
に
よ
っ
て
い
た
た
め
'
宝
暦

一
二
年
に
､
再
度
'
口
伝
を

書
き
加
え
'
享
保
か
ら
宝
暦
ま
で
の

｢御
日
記
｣
(江
戸
屋
敷
日
記
)
を
調
べ
て
偏
狂
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
｡
諸
献
上
物
の
定
数
は
'

享
保
七
年
三
月

一
五
日
に
改
正
さ
れ
た
諸
家
の
献
上
物
を
示
し
て
い
る
｡

｢御
内
審
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
称
餌
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
四
二

ま
ず
'
端
午
の
時
服
献
上
は
'
五
月

一
日
か
ら
四
日
か
け
て
献
上
し
た
｡
定
日
は
な
い
｡
黒
田
家
の
場
合
は
'
本
丸

(将
軍
)
･
西
丸

(将
軍
世
尉
)
へ
そ
れ
ぞ
れ
惟
子

一
･
単
物

一
宛
､
将
軍
家
御
台
所
に
は
白
銀
三
枚
を
'
留
守
居
を
使
者
と
し
て
献
上
す
る
｡
献
上
の
当
日

は
'
本
丸
へ
留
守
居
が
日
録
を
持
参
し
､
奏
者
番
の
家
来

(役
号
は
押
合
と
い
う
)
に
渡
し
､
帳
に
付
け
る
｡
小
袖
は
玄
関
で
御
城
坊
主
に

渡
す
｡
御
台
所
へ
は
銀
子
目
録
を
献
上
し
､
蘇
鉄
之
問
の
廊
下
で
広
敷
番
頭
に
渡
し
て
退
出
す
る
｡

留
守
居
が
持
参
す
る
日
録
は
'
大
高
檀
耗
竪

一
枚
を
用
い
る
が
'
御
台
所
へ
は
二
枚
重
ね
と
し
た
｡
書
式
は
'
次
に
示
す
よ
う
に
､
将

軍
へ
は
真
名
音
さ
'
御
台
所
へ
は
仮
名
書
き
を
用
い
る
｡

【史
料

10】
黒
田
継
高
無
判
時
服
献
上
目
録
案
文

【史
料
11
】
黒
田
継
高
無
判
銀
子
献
上
目
録
案
文

進
上御

椎
子
御
単
物

二

御
杖
浅
草

御
放
論
子
黒

巳
上

松
平
筑
前
守継

高



右
以
外
に
'
老
中
へ
は
千
明

一
箱

･
昆
布

一
箱

･
樽
代
千
疋
宛
'
側
用
人

･
若
年
寄

へ
は
干
鯛

l
箱

･
樽
代
千
疋
宛
を
祝
儀
物
と
し
て

贈
る
｡
肴
の
箱
は
い
ず
れ
も
塗
箱
と
し
､
昆
布
は

一
箱
に
七
把
､
干
鯛
は

1
箱
に
七
枚
を
入
れ
'
樽
代
金
は
目
録
に
張
り
付
け
に
す
る
o

こ
の
仕
立
を

｢中
上
り
｣
と
い
い
､
目
録
は
並
横
紙
横
折
二
枚
重
ね
と
し
､
津

主
の
名

(撫
判
)
を
記
し
た
O
側
衆

･
留
守
居

･
大
目

付

･
町
奉
行

･
勘
定
奉
行

･
宗
門
奉
行

･
長
崎
奉
行

(在
府
)

･
目
付

(御
用
頼
み
)

･
駿
府
城
代

へ
は
干
鯛

1
箱

･
樽
代
五
百
疋
宛
と
し
､

や
は
り
塗
箱
に
干
鯛
五
枚
を
入
れ
'
樽
代
を
同
じ
よ
う
に
仕
立
て
た
｡
こ
れ
を

｢並
｣
と
い
い
'
目
録
は
並
横
紙
横
折
二
枚
重
ね
で
あ
る

が
'
藩
主
の
名
は
書
か
な
い
｡
以
下
､
京
都
所
司
代

･
大
坂
城
代
､
京
都
町
奉
行

･
大
坂
町
奉
行
､
御
城
坊
主
か
ら
陸
日
付

･
同
心

･
与

力
に
ま
で
格
式
差
を
設
け
な
が
ら
祝
儀
物
を
渡
し
た
｡

大
名
か
ら
の
献
上
儀
礼
が
終
わ
る
と
'
今
度
は
将
軍
か
ら
諸
大
名
に
宛
て
内
皆
が
発
給
さ
れ
る
｡
こ
の
内
群
を
渡
す
前
日
に
'
内
番
を

(23
)

渡
す
懸
り
の
老
中
か
ら
諸
大
名
家
の
留
守
居
に
宛
て
､
｢御
直

q
彦

F>隼

阜

q

'エ
ー

･.
草

讐

々

JL

香

-

i......,I:..:
∫
.::
'7...I..'紺

空

Tt梢
,･U
:
,.

ニ

鍔

Lt鯛
.げ

._+
i:･Pt

J
:･::.:;:
...

鰭

猪 廿ノ一軒霊蒼老払-そ壷メ. ..Tit I.I .

I: '''.Lr e･ I:･J.:.I図 1 時

服献上の台 (将軍宛)出典)

｢続年中式｣上 之御切紙｣が使者から届けられ'

翌日家来を登城させるべき旨が触れられる.内啓渡し日は､おおむね六月二五日前

後
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ

た
｡

【史
料
12
】
江
戸
幕
府
老
中
単
名
無
判
切
紙
奉
沓

案
文

端

午

之

御
内
沓
可
相
渡
候
間
､
明
日
何
時
御
城



史
料
館
研
究
紀
要

第
三

一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

吾
倉
,使
少
餅

-て
奮

1｢
イ

血級
‥

†

遷

す新
色
軽
み
の
容
早
-〝し鼻
.
Jや

穿

t
骨
品
和
郎
の卦
･雷

身
上-
,轡
-

O

を
択

一bダ玖碓象りfTLr

舟
す

･)ダ藍俸
す旦寺

号了げ
rタ

ゑ
-
す

孝
を
ワ

色
窟

卜

抱
疹
1

参

羊
据
線
色の′宣
長
～亀

棺･,.i-･･Tpt‥Tj･T･:

雪図2 白銀献上の台 (将軍家御台所宛)出典)｢続年中式｣上 一四四

右の切紙奉書を受け取ると､即日のうちに内書の受け取りを担当する留守居一人が､使者として担当の老中宅に参
上Lt中奉書紙半切
に｢御請口上｣を記し､美濃紙の包紙を付け､通例によりうわ書をして文書を届け'内容を取次に申し置-｡

【



読
み
聞
か
せ
る
の
で
､
そ
の
収
の
通
り
に
並
び
直
す
｡
柳
之
間
に

｢御
渡
之
御
老
中
｣
が
出
席
し
､
そ
の
右
の
下
座

｢国
之
内
｣
に
巻
物

を
渡
す
奏
者

一
人
が
着
座
し
､
｢国
之
外
｣
の
老
中
の
対
座
に
大
目
付
と
日
付
数
人
が
着
座
す
る
｡
目
付
か
ら
名
順
の
通
り
に
呼
び
掛
け

が
あ
り
'
留
守
居
は
着
座
し
た
目
付
の
前
を
通
っ
て

｢国
際
｣
に
い
っ
た
ん
居
し
て
す
ぐ
に
立
ち
あ
が
り
､
老
中
の
膝
際
よ
り
一
問
ほ
ど

前
に
平
伏
し
て
摺
り
寄
り
､
｢御
内
蕃
｣
を
右
手
に
受
け
'
左
の
手
を
添
え
て
受
け
取
り
'
懐
中
に
入
れ
る
と
す
ぐ
に
摺
り
下
が
る
｡
こ

の
時
､
老
中
が

｢拝
領
物
を
｣
と
声
を
か
け
る
の
で
､
礼

(辞
儀
)
を
し
て
立
ち
上
が
る
｡
次
に
､
奏
者
の
前
に
行
き
､
居
し
た
ま
ま
摺

り
寄
り
'
巻
物
二
巻
を
直
に
渡
さ
れ
る
と
'
着
座
し
た
日
付
の
後
ろ
を
通
っ
て
引
き
下
が
る
｡
諸
家
の

｢御
内
香
淀
｣
が
す
べ
て
済
む
と
､

大
目
付
と
目
付
が
立
ち
上
が
り
'
奏
者
の
下
座

(｢国
之
外
｣)
に
列
座
す
る
｡
こ
の
時
'
諸
家
の
留
守
居
は

一
同
に

｢国
之
外
｣
に
並
び

居
し
て
､
拝
領
物
を
受
け
取
っ
た
礼
の
た
め
､
礼

(辞
儀
)
を
し
て
引
き
取
る
｡
こ
れ
が
済
む
と
'
同
じ
席
へ
西
丸
老
中
が
出
席
し
､
将

軍
世
前
へ
の
献
上
物
の
返
礼
と
し
て
奉
書
を
同
じ
次
第
で
渡
す
.
留
守
居
へ
の
拝
領
物
は
な
い
｡
こ
れ
が
終
わ
る
と
､
留
守
居
は
拝
領
物

の
礼
の
た
め
､
｢御
内
書
御
渡
之
御
老
中
｣
の
自
宅
へ
退
出
の
節
に
出
向
き
､
取
次
に
礼
を
口
上
で
申
し
置
-
0

城
へ
は
馬
廻
り

一
人

(染
推
子
羊
上
下
着
用
)
が
留
守
居
と

一
緒
に
中
ノ
ロ
よ
-
上
り
､
蘇
鉄
之
間
で
控
え
､
内
番
を
受
け
取
っ
て
退
出

す
る
｡
内
書
を
入
れ
る
挟
箱
は
､
各
円
よ
-
持
出
す
断
-
を
留
守
居
よ
り
御
城
坊
主
を
も
っ
て
日
付
に
断
る
｡
挟
箱
は
黒
塗
紋
付
と
し
､

内
書
は
紫
錦
紗

一
重
の
服
紗
に
包
む
｡

黒
田
家
が
拝
領
す
る
内
書
は
､
櫨
就
横
折
の
料
親
を
用
い
､
次
の
よ
う
な
文
面
を
と
る
｡

【史
料
14
】
江
戸
幕
府
将
軍
無
印
端
午
内
書
案
文

為
端
午
之
祝
儀
'
椎
子
単
物
到
来
'
歓
党
侯
'
委
曲
何
某
御
報

難

批
名
可
述
侯
也
､

五
月
虹
加
忙
錆

日

御
黒
印

｢御
内
書
｣
の
史
料
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

一
四
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

筑
前
少
将
殿

一
四
六

右
の
文
面
か
ら
'
内
書
文
末
に
記
載
の
老
中
と
内
書
渡
し
の
老
中
が
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡
事
実
､
貞
享
元
年

二

六
八
四
)
に
堀
田
正
俊
が
死
去
し
た
の
ち
は
'
内
書
を
渡
す
老
中
は
内
書
の
文
末
に
氏
名
を
記
載
さ
れ
た
老
中

(｢御
内
書
之
内
御
名
有
之
御

老
中
｣)
と

一
致
す
る
の
が
基
本
で
あ
る

(上
野
論
文
掲
載
表
)｡
か
つ
､
【史
料
12
】
か
ら
'
こ
の
老
中
は
内
書
渡
し
の
た
め
に
､
諸
大
名

に
家
臣

(留
守
居
)
の
登
城
を
命
じ
る
切
紙
奉
書
の
発
給
を
担
当
す
る
人
物
で
も
あ
る
｡
｢続
年
中
式
｣
で
は
､
月
番
老
中
の
場
合
は

｢御

用
番
御
老
中
｣
と
記
さ
れ
る
の
で
､
右
の
人
物
は
内
書
を
渡
す
月
の
月
番
老
中
で
は
な
い
｡
｢続
年
中
式
｣
に
は
そ
の
説
明
は
な
い
が
､

後
述
の
津
軽
家
の
事
例
等
か
ら
'
内
書
の
文
末
に
記
載
の
老
中
は
､
諸
大
名
家
か
ら
献
上
さ
れ
た
時
服
を
柳
之
間
で
受
け
取
る
老
中
で
あ

り
'
こ
れ
が

｢怒
り
の
老
中
｣
と
し
て
内
書
文
末
に
記
載
の
老
中
と
な
る
｡

西
丸
の
将
軍
世
嗣
へ
の
献
上
へ
の
返
礼
は
､
西
丸
老
中
か
ら
奉
書
が
発
給
さ
れ
る
｡

(21
)

【史
料
15
】
西
丸
老
中
単
著
奉
書
案
文

為
端
午
之
御
祝
儀
以
使
者
御
推
子
単
物
被
献
之
侯
'
遂
披
露
侯
処
'

一
段
之
御
仕
合
侯
､
恐
々
謹
言
'

五
月

西
御
丸
附
御
老
中

松
平
筑
前
守
殿

藩
主
が
在
国
中
で
あ
れ
ば
'
内
書
の
本
紙
は
使
者
ま
た
は
諸
士
交
代
便
で
国
元
に
送
り
届
け
る
｡
そ
の
う
え
で
'
飛
脚
便
で
内
書
の
写

と
西
丸
奉
書
の
本
紙
を
国
元
に
送
っ
た
｡

内
書
の
御
講
と
使
者
の
拝
領
物
の
礼
と
し
て
､
在
肝
中
は
担
当
の
老
中

一
名
宛
に
捻
書
状

(請
状
)
を
即
日
に
提
出
す
る
｡
連
番
調
え



(老
中
複
数
宛
)
の
時
に
用
い
る
中
奉
書
紙
に
て
裏
白
に
調
え
'
小
奉
香
紙
で
こ
れ
を
包
み
'
う
わ
番
は
通
例
と
す
る
｡
西
丸

へ
も
'
同
様

で
あ
る
｡
在
国
の
場
合
は
'
本
丸
老
中
連
名
宛
に
'
書
状
を
判
紙
を
用
い
て
提
出
す
る
｡
従
来
か
ら
の
日
積
り
で
は
､
内
書
渡
し
の
日
よ

り
御
請
の
日
付
ま
で
は
三
十
四
､
五
日

(使
者
片
道
の
日
数
)
で
､
こ
の
日
付
よ
り
江
戸
に
お
い
て
御
請
の
沓
状
を
投
出
す
る
ま
で
に
二
十

四
'
五
日

(飛
脚
片
道
の
日
数
)
を
お
き
'
留
守
居
が
老
中
宅

へ
持
参
す
る
｡
次
に
､
在
国
中
の
文
例
を
示
し
て
お
く
｡

【史
料
16
】
黒
田
継
高
話
状
案
文

一
筆
致
啓
上
侯
'
端
午
御
祝
儀
就
献
上
任
侠
'
御
内
沓
被
成
下
頂
戴
之
'
粍
有
仕
合
奉
存
侯
､

且
又
家
来
之
者
江
御
巻
物
拝
領
被
仰

付
'
冥
加
至
極
奉
存
侯
､
此
段
為
可
申
上
里
飛
札
侯
'
恐
悦
謹
言
､

月
日

御
本
丸

御
老

中
様

御
連
名

【史
料
17
】
黒
田
継
高
話
状
案
文

一
筆
致
啓
上
侯
'
端
午
御
祝
儀
献
上
任
侠
処
､
首
尾
能
被
迷
御
披
露
之
旨
､
何
月
何
日
之
御
車
番
拝
見
仕
恭
奉
存
侯
'
此
段
為
可
申

上
皇
飛
札
侯
､
恐
憧
謹
言
'

月
日

･

西
御
丸

御
老

中
棟

内
書
文
末
に
記
載
の
老
中
と
'
実
際
に
内
香
を
渡
し
た
老
中
が
異
な
る
場
合
は
､
請
状
は
実
際
に
内
番
を
渡
し
た
老
中
宛
に
碇
出
し
､

文
末
に
名
の
あ
る
老
中
へ
の
御
請
は
使
者
口
上
の
み
で
済
ま
せ
る
｡
以
上
が

｢耗
年
中
式
｣
に
記
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
が
'
実
際
に
は
こ

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

3喋
E

の
の
ち
に
右
の
講
状
に
対
す
る
老
中
の
返
礼
の
奉
書

(返
札
)
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

｡

一
四
八

次
に
､
重
陽
の
場
合
で
あ
る
が
'
基
本
的
に
端
午
と
同
様
の
授
受
過
程
を
と
る
｡
時
服
献
上
の
時
期
は
'
九
月

一
日
か
ら
五
日
頃
ま
で

で
'
定
日
は
な
い
｡
黒
田
家
の
場
合
は
'
将
軍
と
将
軍
世
嗣
に
は
そ
れ
ぞ
れ
斑
斗
目

1
･
小
袖

1
宛
'
将
軍
家
御
台
所
へ
は
白
銀
三
枚
宛

を
'
留
守
居
を
使
者
と
し
て
献
上
す
る
｡
献
上
日
録
は
､
大
高
檀
紙
竪

一
枚
を
次
の
よ
う
に
記
す
｡
御
台
所
へ
は
､
端
午
の
時
の

【史
料

13
】
と
同
じ
な
の
で
省
略
す
る
｡

【史
料
は
)
黒
田
継
高
重
陽
時
服
献
上
日
録
案
文

進
上

御
小
袖

二

御
杖
髭
斗
目
御
腰
明

御
杖
紗
稜
黒

巳
上

松
平
筑
前
守継

高



こ
の
献
上
が
終
わ
る
と
､
将
軍
直
判
の
内
書
が
発
給
さ
れ
る
｡
日
付
の
多
-
は
九
月
七
日
で
'
こ
の
頃
に
は
､
例
年

一
〇
月
二
一
日
頃

に
渡
さ
れ
る
｡
大
名
か
ら
の
講
状
も
'
端
午
の
時
と
同
様
に
作
成
さ
れ
､
老
中
に
届
け
ら
れ
る
｡

最
後
に
歳
暮
で
あ
る
が
､
こ
れ
も
端
午

･
重
陽
と
変
わ
ら
な
い
｡
立
春
前
に
献
じ
る
も
の
で
､
例
年
は

1
二
月
二
1
､
二
日
頃
に
献
上

し
た
｡
こ
れ
も
'
定
日
は
な
い
｡
黒
田
家
で
は
重
陽
と
同
じ
く
'
将
軍
と
将
軍
世
嗣
に
は
そ
れ
ぞ
れ
斑
斗
日

1
･
小
袖

1
宛
で
あ
り
､
将

軍
家
御
台
所
へ
は
端
午

･
重
陽
と
同
じ
-
白
銀
三
枚
宛
で
､
留
守
居
を
使
者
と
し
て
献
上
す
る
｡

【史
料
19
】
黒
田
継
高
歳
暮
時
服
献
上
目
録
案
文

進
上御

小
袖

二

御
杖
尉
斗
日
御
腰
明

御
杖
路
子
黒

松
平
筑
前
守継

高

｢御
内
昏
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
五
〇

こ
の
献
上
が
終
わ
る
と
'
将
軍
直
判
の
内
書
が
発
給
さ
れ
る
｡
日
付
の
多
く
は

一
二
月
二
七
日
で
あ
り
'
年
明
け
の
二
月
二
一
日
頃
に

渡
さ
れ
る
｡
大
名
か
ら
の
講
状
も
'
端
午

･
重
陽
の
時
と
同
様
に
作
成
さ
れ
'
老
中
に
届
け
ら
れ
る
｡

2
､
老
中
私
宅
渡
し
-
津
軽
家
の
場
合

(26
)

本
節
で
は
'
享
保
二
〇
年

(
一
七
三
五
)
頃
に
編
纂
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

｢公
儀
之
事

年
中
行
事
｣

と
題
す
る
史
料
か
ら
'
津
軽

家
の
三
季
時
服
献
上
の
次
第
を
検
討
す
る
｡
本
史
料
の
諸
献
上
物
は
'
享
保
七
年
三
月

一
五
日
に
改
正
さ
れ
た
諸
家
の
献
上
物
を
示
し
て

お
り
'
前
節
で
検
討
し
た
黒
田
家
の
場
合
と
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
｡
作
成
の
経
緯
は
不
詳
だ
が
'
留
守
居
の
勤
務
の
た
め
に
幕
藩
間
の

年
中
行
事
の
子
細
に
つ
い
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
弘
前
藩
主
津
軽
家
は
'
陸
奥
弘
前
四
万
六
〇
〇
〇
石
を
領
す

ー
る
小
大
名
で
あ
る

た
め
､
内
書
の
授
受
は
老
中
の
私
宅
渡
し
の
格
式
で
あ
っ
た
｡

ま
ず
'
端
午
の
祝
儀
で
は
'
五
月
二
日
に
使
者

(留
守
居
)
が
尉
斗
日
半
袴
で
時
服
献
上
の
た
め
今
暁
七
ツ
時

(午
前
四
時
頃
)
に
出
宅

L
t
下
馬
で
待
機
す
る
｡
明
六
ツ
時

(午
前
六
時
頃
)
打
ち
か
ら
少
し
間
を
お
い
て
大
手
内
桜
田
門
が
明
-
と
'
徒
目
付
番
所
よ
-
案
内

が
あ
-
'
長
持
を
入
れ
る
｡
留
守
居
が
先
に
玄
関
所
ま
で
行
き
､
徒
日
付
番
所
へ
断
っ
て
'
下
野
薄
緑
ま
で
出
向
き
'
時
服
を
坊
主
衆
に

預
け
て
'
直
ち
に
大
広
間
へ
行
き
'
当
番
の
奏
者
の
家
来

(押
合
)
へ
目
録
を
渡
し
､
手
札
を
請
け
取
る
｡
将
軍
世
嗣
へ
の
時
服
は
本
丸

に
納
め
'
殿
上
之
間
で
当
番
の
西
丸
奏
者
の
家
来
に
目
録
を
渡
し
'
手
札
を
受
け
取
っ
て
退
出
す
る
｡

【史
料
20
】
押
合
手
札

当
番
-

守
内

西
丸
当
番
-

守
内



-
-
-
-
し
誰

津
軽
家
は
'
将
軍
へ
の
時
服
を
蘇
鉄
之
間
､
将
軍
世
嗣
へ
の

時
服
を
大
広
間
西
の
御
縁
頬
に
上
げ
る
の
を
家
格
と
し
た
｡
こ
れ
よ
り
上

の
家
格
で
柳
之
問
へ
時
服
を
上
げ
る
家
は
､
三
家

(尾
張
徳
川
宗
春
･
紀
伊
徳
川
宗
直
･
水
戸
徳
川
宗
翰
)'
松
平
加
賀
守

(加
賀
金
沢
前
田
曹

徳
)

･
枚
平



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
】
号

(二
〇
〇
〇
年
)

I

守
棟

【史
料
22
】
津
軽
某
書
判
請
状
案
文

歳
暮
之

御
内
書
御
渡
可
被
遊
侠
間
'
明
朝
六
時
家
来
壱
人
'
御
宅
江
差
出
可
中
之
旨
謹
而
奉
畏
侯
､
恐
憧
謹
言
､

二
月
廿
日

-

守
棟

刺

こ
の
懸
り
の
老
中
と
は
､
｢御
時
服
上
-
侯
節
'
柳
之
間
江
御
出
席
之
御
老
中
御
懸
り
こ
而
'
御
奉
書
も
右
御
老
中

AQ承
ル
｣
と
説
明

が
あ
る
｡
要
す
る
に
､
留
守
居
が
時
服
を
江
戸
城
に
届
け
た
時
に
､
柳
之
間
へ
出
席
し
た
老
中
が

｢腰
-
｣
と
な
り

'
【史
料
21
】
の

｢御
奉
書
｣
も
同
じ
老
中
か
ら
発
給
さ
れ
る
｡
既
述
の
よ
う
に
､
津
軽
家
は
蘇
鉄
之
間
に
時
服
を
上
げ
る
家
格
で
あ
り
､
こ
こ
に
は
老
中

の
出
座
は
な
-
､
担
当
の
奏
者
の
家
臣

(押
合
)
が
応
対
を
す
る
の
み
で
あ
る
｡
柳
之
間
の
献
上
は
'
三
家
以
下
'
将
軍
家

一
門
'
松
平

氏
を
与
え
ら
れ
た
大
名
家
の
計

一
七
家
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り
､
享
保
期
に
は
柳
之
間
に
出
座
し
た
老
中
が
､
内
書
の
授
受
に
い
た
る
儀
礼

を
す
べ
て
司
る
中
心
人
物
と
な
り
'
柳
之
間
よ
り
下
の
家
格
の
諸
大
名
に
対
し
て
も
､
実
際
に
出
座
は
し
な
い
が
'
内
書
授
受
の
懸
り
と

し
て
一
切
を
担
当
す
る
人
物
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
前
節
の
黒
田
家
と
同
様
に
'
江
戸
城
に
お
い
て
内
香

･
奉
書
を
渡
さ
れ
る
の
は
､
三
家

･
国
主
ク
ラ
ス
で
あ
る
｡
脚
荷
之
間
は

三
家

(
尾張徳
川
宗春･

紀伊徳

川宗

直
･
水戸
徳
川

宗翰
)
'

柳之
問
は
松
平
加
賀
守

(

加
賀
金
沢
前
田
舌
徳
)

･
於
平
陸
奥
守

(陸
奥
仙
台
伊
達

者村)
･松平
大

隅
守
(薩摩鹿
児島
島
津継豊
)

･
桧平

相摸守
(因
幡
鳥
取
池
田
青春
)

･
栓
平
左
京
太
夫

(伊
予
西
条
松
平
頼
渡
)
･
松
平

安
芸
守

(安
芸
広
島
浅
野
曹
長
)

･
松
平
兵
部
大
輔

(趨
前
福
井
松
平
宗
矩
)
･
松
平
但
馬
守

(美
汲
高
須
松
平
友
相
)
･
松
平
大
学
頭

(陸
奥
守

山
松
平
頼
貞
)
･
松
平
甲
斐
守

(大
和
郡
山
柳
沢
書
里
)
･
松
平
大
炊
頭

(備
前
岡
山
池
田
継
政
)
･
佐
竹
右
京
大
夫

(出
羽
秋
田
佐
竹
義
峯
)
･



松
平
筑
前
守

(筑
前
福
岡
黒
田
継
高
)

･
藤
堂
和
泉
守

(伊
勢
津
藤
堂
高
丑
)

･
松
平
播
磨
守

(常
陸
石
岡
於
平
板
時
)

･
松
平
土
佐
守

(土
佐

高
知
山
内
豊
敷
)

･
於
平
信
浪
守

(肥
前
佐
賀
鍋
島
宗
茂
)

･
上
杉
民
部
少
輔

(出
羽
米
沢
上
杉
宗
房
)

･
松
平
大
勝
大
夫

(長
門
萩
毛
利
宗

広
)
J
･
細
川
越
中
守

(肥
後
熊
本
細
川
宗
孝
)

･
有
馬
中
務
大
輔

(筑
後
久
留
米
有
馬
別
昌
)

･
松
平
讃
岐
守

(讃
岐
高
松
松
平
頼
桓
)

･
松
平

阿
波
守

(阿
波
徳
島
蜂
須
賀
宗
英
)

･
宗
対
馬
守

(対
馬
府
内
宗
義
如
)

･
松
平
幸
千
代

(出
雲
松

江
松

平宗桁
､
日
見
以
前
な
の
で
内
昏
は
な
-
､

奉
書
の
み
)

･
伊
達
遠
江
守

(伊
予
宇
和
島
伊
達
村
年
)

･
松
平
越
後
守

(美
作
津
山
松
平
長
慣
)
･
南

部修理
大

夫

(陸
奥
盛
岡
南
部
倍
祝
)

の

二
八
家
で
あ

っ
た
｡
築
地
と
浅
草
の
両
本
願
寺
は
'
｢明
日
御
城
江
輪
番
罷
出
候
様
｣
と
寺
社
奉
行
よ
り
触
れ
ら
れ
た
｡
留
守
居

へ
は
巻

物
二
宛
が
与
え
ら
れ
た
｡
こ
れ
以
外
の
諸
大
名
家
は
老
中
私
宅
で
渡
さ
れ
､
津
軽
家
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
た
｡

翌
二

1
日
'
留
守
居
は
暁
八
半
時

(午
前
三
時
頃
)
に
尉
斗
目
半
補
で
出
宅
L
t
｢御
渡
之
御
老
中
｣
の
門
前
に
詰
め
る
.
六
ツ
時

(午

前
六
時
頃
)
前
に
門
が
開
-
の
で
玄
関
へ
伺
公
し
､
帳
に
付
け
て
'
使
者
之
閥
へ
通
-
､
六
ツ
時
前
に
取
次
が
出
て
き
て
主
人
の
名
を
呼

ぶ
の
で
並
び
揃
う
｡
こ
れ
を
呼
懸
と
い
う
｡
席
分
脈
を
立
て
'
こ
の
次
第
順
に
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
'
次
第
不
同
に
渡
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
｡
対
客
之
問
へ
老
中
が
出
て
､
留
守
居

一
人
づ
つ
に
主
人
の
名
が
披
露
さ
れ
る
の
で
､
脇
差
を
帯
び
た
ま
ま
老
中
の
前

へ
出
る
｡

内
書
を
直
接
渡
さ
れ
､
こ
れ
を
受
け
取
る
｡

【史
料
23
】
江
戸
幕
府
将
軍
黒
印
歳
暮
内
書
案
文

歳
暮
之
為
祝
儀
'
小
袖

一
重
到
来
'
歓
思
召
侯
､
猶

-
守
可
申
侯
也
､

十
二
月
廿
三
日

御
黒
印

-

守
と
の
へ

こ
れ
は
､
諸
大
夫

･
五
万
石
以
上
の
文
面
で
あ
る
｡
内
香
の
藩
札
礼
は
家
格
に
よ
り
格
差
が
あ
り
'
津
軽
家
の
場
合
は

【史
料

E
)
の

｢御
内
昏
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

一
五
三



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
1
号

(二
〇
〇
〇
年
)

黒
田
家
と
比
較
す
る
と
'
文
面
も
短
-
'
薄
礼
で
あ
る
｡
帰
宅
し
た
留
守
居
か
ら
内
書
を
受
け
取
っ
た
藩
主
は
'
内
昏
渡
し
の
老
中
へ
直

接
礼
に
出
か
け
る

(直
勤
)｡
黒
田
家
の
場
合
は
'
請
状
を
持
た
せ
た
使
者
の
口
上
で
済
み
'
直
勤
の
必
要
は
な
い
の
で
､
内
書
の
御
請

の
仕
方
に
も
厳
然
と
し
た
家
格
差
が
あ
っ
た
｡
な
お
'
家
督
後
に
初
め
て
頂
戴
し
た
時
は
'
老
中
方
に
残
ら
ず
礼
に
出
向
く
｡
幼
少
の
場

合
､
あ
る
い
は
目
見
え
以
前
の
場
合
は
､
内
書
は
発
給
さ
れ
な
い
｡
西
丸
奉
書
は
､
目
見
え
以
前
で
も
発
給
さ
れ
た
が
､
十
歳
以
下
は
奉

書
は
発
給
さ
れ
ず
'
十

一
歳
か
ら
発
給
さ
れ
た
｡

西
丸
か
ら
は
西
丸
老
中
の
用
人
よ
り
'
明
朝
六
ツ
時

(午
前
六
時
頃
)
に
奉
書
が
渡
さ
れ
る
の
で
'
老
中
私
宅
ま
で
参
上
す
る
よ
う
に

｢手
紙
｣
が
来
る
｡
こ
の
請
状
は
'
留
守
居
か
ら
用
人
に
宛
て
提
出
す
る
｡

【史
料
24
】
江
戸
幕
府
西
丸
老
中
用
人
昏
状
案
文

歳
暮
之
奉
書
可
相
渡
侯
之
問
'
明
朝
六
時
御
壱
人
御
出
侯
様
､
能
登
守
申
候
､
以
上
t

二
月
廿
日

am閲
EE

上
音

-

守
様

於
平

能

登

守

内

.御
留
守
居
中

-

誰

-

誰

【史
料
25
】
津
軽
家
留
守
居
請
状
案
文

御
手
紙
拝
見
任
侠
'
歳
暮
之
徽
奉
書
御
渡
可
被
遊
侯
間
'
明
廿

1
日
之
朝
六
時
参
上
可
仕
旨
奉
畏
侯
'
以
上
､

二
月
廿
臥



上
書

肩
書
無
之

-

守
内

-

誰

西
丸
老
中
か
ら
の
奉
書
の
受
け
取
り
は
'
尉
斗
目
半
袖
で
伺
候
す
る
｡
刻
限
以
外
は
内
番
と
同
じ
で
あ
る
｡

【史
料

26
】
江
戸

幕
府
西
丸
老
中
単
名
無
判
奉
昏
案
文

為
歳
暮
之
御
祝
儀
'
以
使
者
御
小
袖

一
重
進
上
之
侯
､
遂
披
露
侯
所

一
投
之
仕
合
侯
'
恐
々
謹
言
､

十
二
月
廿
七
日

-

守
殿

(柴
犬
)

松
平

能

登
守

こ
の
奉
書
に
対
し
て
は
'
藩
主
が
自
身
で
直
礼
を
勤
め
る
必
要
な
く
､
在
府

･
在
国
と
も
に
請
状
を
持
た
せ
た
使
者
の
口
上
勤
め
で
お

こ
な
っ
た
｡

【史
料
27
】
津
軽
某
講
状
案
文

御
奉
書
拝
見
任
侠
､
為
歳
暮
之
御
祝
儀
御
小
袖
以
使
者
献
上
任
所
､
首
尾
能
被
遂
御
披
露
之
旨
被
仰
下
､
恭
仕
合
二
審
存
侯
､
為
御

礼
薄
儀
札
侯
､
恐
恒
謹
言
､

二
月
廿
一
日

(乗里

松
平
能
登
守
棟

｢御
内
昏
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

藩
主
が
在
国
中
は
'
二
月
二
〇
日
頃
に
老
中
の
名
を
略
し
た
切
紙
奉
書
が
留
守
居
宛
に
発
給
さ
れ
る
｡

一
五
六

【史
料
28
】
江
戸
幕
府
老
中
無
判
切
紙
奉
書
案
文

歳
暮
之

御
内
書
可
相
渡
侯
間
'
明
晩
八
時
自
宅
江
可
罷
越
侯
'
以
上
､

門間
監

二
月

松

左

近

-

守
殿留

守
居

こ
の
切
紙
奉
書
を
使
者
が
広
間
へ
持
参
し
'
印
判
の
請
取
を
取
っ
て
差
し
置
き
'
御
請
の
た
め
速
や
か
に
老
中
宅
の
式
台
へ
行
き
､

｢誰
家
来
二
両
御
座
候
､
明
日

御
内
書
御
渡
被
遊
侠
付
､
参
上
可
仕
旨
蒙

仰
奉
畏
侯
､
右
為
御
講
罷
出
侯
､
御
用
人
迄
宜
被
仰
達
可

被
下
侯
｣
と
口
上
を
述
べ
る
｡
西
丸
老
中
の
用
人
か
ら
も
､
翌
日
の
奉
書
発
給
の
旨
が
伝
達
さ
れ
る
｡
い
ず
れ
も
､
在
府
の
時
と
同
じ
次

第
を
と
る
｡

当
日
､
留
守
居
は
四
ツ
半
時

(午
前
二

時
頃
)
に
出
宅
す
る
｡
委
細
は
在
府
行
事
と
同
じ
で
あ
る
｡
内
書

･
奉
書
の
講
状
は
'
【史
料

29
】
を
懸
り
の
老
中

一
名
宛
に
､
【史
料
30
】
を
西
丸
老
中
宛
に
提
出
す
る
｡
藩
主
が
在
国
中
の
場
合
は
､
右
の
請
状
が
国
元
か
ら
到
着

次
第
'
使
者
が
懸
り
の
老
中

･
西
丸
老
中
に
持
参
す
る
｡

【史
料
29
】
津
軽
某
請
状
案
文

一
筆
啓
上
任
侠
'
歳
暮
御
祝
儀
之
節
御
小
袖
献
上
任
侠
こ
付
被
成
下

御
内
書
謹
而
頂
戴
難
有
仕
合
奉
存
侯
'
右
為
可
申
上
捧
愚
札

侯
'
恐
悦
謹
言
'



月

日

(乗
邑
)

松
平

左

近

将

監
棟

参
人
々
御
中

【史
料
30
】
津
軽
某
請
状
案
文

一
筆
啓
上
仕
侯
'
為
歳
暮
之
御
祝
儀
御
小
袖
以
使
者
献
上
任
侠
処
'
首
尾
能
被
迷
御
披
露
候
旨
被
仰
下
､
御
車
昏
恭
仕
合
奉
存
侯
'

右
為
御
請
捧
愚
札
侯
､
恐
悦
謹
言
'

月
日

(
乗老

松
平

能
登守
様参

人
々
御
中

以
上
を
ま
と
め
る
と
､
端
午

･
重
陽

･
歳
暮
の
三
季
に
は
諸
大
名
か
ら
時
服
の
献
上
が
あ
-
､
こ
れ
へ
の
返
礼
と
し
て
内
啓
が
渡
さ
れ

る
｡
大
名
の
家
格
に
よ
り
'
時
服
献
上
の
殿
中
部
屋
､
御
請
の
仕
方
'
内
春
の
昏
札
礼
'
渡
す
場

(殿
中
渡
し
と
老
中
私
宅
渡
し
)
に
格
差

が
あ
っ
た
が
'
時
服
の
献
上

1
将
軍
へ
の
披
露
1
内
幸
渡
し
前
日
の
伝
達

(奉
昏
発
給
)
1
御
請

1
当
日
の
内
沓
渡
し

(内
沓
奉
り
)
1
御

講
1
老
中
奉
書

(返
札
)
の
発
給
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
'
幕
藩
間
の
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
た
｡

｢御
内
香
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三

一
号
-

(

二〇
〇
〇
年
)

三
㌧
内
幸
授
受
の
仕
組
み
の
確
立
過
程

前
章
で
は
､
近
世
中
期
の
内
書
授
受
の
仕
組
み
を
概
観
し
た
｡
本
章
で
は
'
さ
ら
に
そ
の
授
受
の
仕
組
み
が
確
立
す
る
過
程
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
｡
内
書
の
文
面
の
最
後
に
は
､
｢誰
可
申
侯
也
｣
と
か

｢誰
可
述
侯
也
｣
と
記
さ
れ
る
｡
こ
の

｢誰
｣
に
当
た
る
人
物
に
つ

(訂
)

(
FS)

い
て
'
大
野
充
彦
氏
は

｢奉
者

｣
､

上
野
秀
治
氏
は

｢披
露
人
｣
'
高
橋
修
氏
は

｢御
内
書
発
給
取
扱
担
当
者
｣
と
し
て
い
る
｡
｢披
露
人

｣(盟
)

は
進
物
の
披
露
に
由
来
す
る
呼
称
で
あ
ろ
う
L
t
｢奉
者
｣
は
将
軍
の
意
を
伝
達
す
る
内
書
を
奉
る
こ
と
に
由
来
す
る
呼
称
で
あ
ろ
う

｡

た
だ
し
'
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
'
近
世
中
期
以
降
に
内
書
の
懸
り
と
な
っ
た
老
中
は
､
右
の
二
つ
の
械
能
の
み
を
有
し
て
い
た

の
で
は
な
い
｡
①
柳
之
問
で
時
服
を
受
け
取
る
'
②
将
軍
へ
時
服
を
披
露
す
る
､
③
内
書
文
末
に
記
載
さ
れ
る
'
①
内
書
渡
し
の
前
日
に

切
紙
奉
書
を
発
給
す
る
'
⑤
内
書
と
使
者
呉
服
を
大
名
家
家
臣

(留
守
居
)
に
渡
す
､
と
い
う
五
つ
の
機
能
を
有
し
て
い
た
｡

内
書
は
無
年
号
文
書
で
あ
り
'
特
に
三
季
内
書
の
文
面
に
は
年
次
を
特
定
す
る
記
事
は
な
い
た
め
'
受
け
取
っ
た
大
名
側
で
付
け
た
包

紙
う
わ
書
等
が
な
け
れ
ば
'
そ
の
発
給
年
次
を
特
定
す
る
こ
と
は
妊
し
い
｡
こ
れ
が
､
内
書
研
究
を
こ
れ
ま
で
困
牡
に
し
て
き
た
最
大
の

(刃
)

理
由
で
あ
る
.
た
だ
し
'
近
年
の
藤
井
譲
治
氏
の
研
腐

に

よ
り
'
家
光
期
以
降
は
次
の
よ
う
な
変
遷
が
確
認
さ
れ
る
｡
ま
ず
'
家
光
の
将

軍
就
任
以
前
は
､
家
光
付
年
寄
の
酒
井
備
後
守

(息
利
)
と
青
山
伯
看
守

(息
俊
)
の
二
人
の
名
が
内
書
文
末
に
記
さ
れ
'
元
和
九
年

(
一

六
二
三
)
四
月
二
二
日
に
酒
井
息
世
が
家
光
付
年
寄
に
な
る
と
酒
井
雅
楽
頭

(息
世
)
の
名
に
変
わ
る
｡
同
年
七
月
に
家
光
が
将
軍
に
就

任
し
'
西
丸
に
居
を
移
し
た
大
御
所
秀
忠
の
場
合
は
､
酉
丸
筆
頭
年
寄
の
土
井
大
炊
頭

(利
勝
)
の
名
が
内
書
文
末
に
書
か
れ
た
｡
秀
忠

の
死
後
は
､
西
丸
年
寄
が
本
丸
年
寄
に
吸
収
さ
れ
た
が
'
そ
れ
以
後
も
筆
頭
年
寄
酒
井
雅
楽
頭

(息
世
)
が
内
書
文
末
に
書
か
れ
る
こ
と

に
変
化
は
な
い
｡
寛
永

一
一
年

(
一
六
三
四
)
に
酒
井
息
世
が
失
脚
す
る
と
土
井
大
炊
頭

(利
勝
)
に
'
寛
永
二
一
年

二
六
四
四
)
頃
か



ら
酒
井
讃
岐
守

(忠
勝
)
に
変
わ
る
｡
慶
安
四
年

(
一
六
五
こ

に
家
光
が
死
去
す
る
と
､
同
年

一
一
月
二
二
日
に
酒
井
息
清
が

一
人
で
内

書
を
担
当
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た

(r徳
川
実
紀
｣)
｡
翌
暴
応
元
年

(
一
六
五
二
)

1
月
二
九
日
に
'
代
替
わ
り
後
初
め
て
E
l代
将
軍
家

綱
の
内
書
が
渡
さ
れ
た
が
'
【史
料
31
】
の
よ
う
に
'
酒
井
雅
楽
頭

(息
紡
)
の
名
が
文
末
に
あ
る
｡

(

31
)

【史
料
31
】
江
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
家
綱
)
黒
印
内
香

(
忠

地
m)

為
歳
暮
祝
詞
'
小
袖
十
到
来
歓
党
侯
､
委
細
酒
井

雅

楽

頭

可
述
侯
也
'

朱
カ
キ

慶
安

四
年十

二
月
廿
七
日

(家
綱
黒
印
)

(指
光
△

薩
摩
少
将
殿

酒
井
息
晴
は
'
寛
永

1
五
年

(
1
六
三
八
)
か
ら
奏
者
を
担
当
し
た
｡
酒
井
雅
楽
流
家
が
担
当
し
た
奏
者
の
役
は
'
特
に

｢晴
俵
｣
と

呼
ば
れ
た
｡
こ
れ
は
､
三
家

･
将
軍
家

一
門
を
初
め
'
侍
従
以
上
の
諸
大
名
が
将
軍
に
謁
す
る
時
の
披
露
役
の
こ
と
で
あ
る
｡
年
始

･
五

節
句
な
ど
の
儀
式
で
は
太
刀
日
録
'
お
よ
び
進
物
の
献
上
を
披
露
し
､
返
盃
を
取
り
次
い
で
酌
人
へ
渡
す
酒
宴
の
儀
式
な
ど
を
つ
と
め
た
｡

ま
た
､
将
軍
が
御
次
之
間
に
出
座
し
て

一
同
御
礼
の
時
は
､
間
の
襖
障
子
を
開
き
'

1
万
の
襖
障
子
を
月
番
老
中
が
開
い
た
｡
四
品
以
下

の
披
露
は
､
雅
楽
頭
家
の
担
当
で
は
な
-
､
奏
者
番
が
こ
れ
を
つ
と
め
る
｡
慶
安
四
年

二

六
五
二

か
ら
は
､
忠
治
が
内
香
文
末
に
記

載
の
人
物
と
な
み
が
､
こ
れ
も
酒
井
雅
楽
頭
家
が
幕
府
儀
礼
の
披
露
役
の
中
心
を
担
う
特
殊
な
家
柄
に
と
も
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
.

酒
井
忠
晴
が
幕
府
考
中
に
就
任
す
る
の
は
､
蘇
応
二
年

二

六
五
三
)
悶
六
月
五
日
か
ら
で
あ
る
0
息
清
は
老
中
就
任
と
同
時
に
筆
頭

老
中
の
地
位
に
置
か
れ
､
各
老
中
が

一
月
ご
と
に
交
代
で
つ
と
め
る
月
番

(御
用
番
)
や
評
定
所
寄
合

へ
の
出
座
の
役
を
免
除
さ
れ
'
こ

れ
ま
で
通
り
奏
者
の
最
高
位
者
と
し
て
幕
府
儀
礼
の
披
露
役
の
頂
点
に
置
か
れ
た
｡
つ
ま
り
､
承
応
二
年
間
六
月
五
日
以
前
に
恩
情
は
老

｢御
内
番
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

一
五
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

中
で
は
な
い
た
め
'
内
書
文
末
に
記
載
の
人
物
は
､
必
ず
し
も
老
中

･
大
老
職
に
連
動
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
内
書
文
末
に
記
載
の

人
物
は
'
将
軍
へ
の
献
上
物
を
披
露
す
る
奏
者
の
最
高
位
者
の
地
位
に
あ
る
人
物
を
記
す
こ
と
が
第

一
義
で
あ
り
､
そ
の
人
物
は
幕
府
政

治
を
担
う
筆
頭
老
中
も
し
く
は
大
老
を
兼
務
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
順
序
で
考
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
｡
な
お
'
以
下
で
は
披

露
役
の
頂
点
に
立
つ
人
物
を
披
露
人
と
命
名
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

延
宝
八
年

(
一
六
八
〇
)
一
二
月
二
三
日
に
は
､
稲
葉
正
則
に
､
酒
井
忠
清
の
後
任
と
し
て
'
｢御
内
書
奉
｣
の
役
､
す
な
わ
ち
奉
者
役

と
な
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た

(【史
料
32
】)｡
稲
葉
は
'
同
年

1
月

1
二
日
に
息
清
並
の
大
老
と
な
-
､
奉
書
加
判
と
月
番
老
中
役
を
免

除
さ
れ
て
い
た
｡

(32
)

【史
料
32
】
｢永
代
日
記
｣
延
宝
八
年

一
二
月
二
三
日
の
粂

(成
貞
)

1
'
今
日
於
御
城

御
内
書
奉

正
則
公
江
被

仰
付
旨
'
以
牧
野

備

後

守

様
被
仰
渡
'
午
後
刻
､
御
退
出
之
刻
､
右
為
御
礼
､
備

後
守
様
江
被
成
御
越
､

稲
葉
が

一
年
間
こ
の
役
を
つ
と
め
た
の
ち
､
天
和
二
年

二
六
八
二
)
二
月
三
日
の
歳
暮
の
内
書
渡
し
か
ら
'
前
年

一
二
月

一
一
日
に

大
老
と
な
っ
た
堀
田
正
俊
に
引
き
継
が
れ
た
｡
貞
享
元
年

(
1
六
八
個
)
八
月
に
堀
田
が
死
去
す
る
と
'
以
後
は
時
服
を
献
上
し
た
月
の

月
番
老
中
が
内
書
授
受
の
懸
り
と
な
る
.
こ
の
よ
う
に
'
暴
応
元
年

(
1
六
五
二
)
か
ら
延
宝
八
年

(
]
六
八
〇
)
ま
で
の
二
九
年
間
は
'

酒
井
恩
情
が
内
書
文
末
に
記
載
の
人
物
で
あ
り
､
息
清
の
の
ち
は
大
老
稲
葉
正
則
､
同
堀
田
正
俊
へ
と
引
き
継
が
れ
る
｡
そ
の
た
め
､
こ

れ
を
大
老
の
役
目
と
す
る
理
解
も
あ
る
が

(｢柳
常
勤
役
録
｣)､
息
清
は
大
老
に
就
任
す
る
以
前
か
ら
こ
の
役
を
勤
め
て
お
-
'
必
ず
し
も

大
老
の
役
目
と
し
て
固
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
即
ち
､
酒
井
息
清
1
稲
葉
正
則
1
堀
田
正
俊
の
変
遷
は
'
ま
ず

幕
府
儀
礼
構
造
に
お
け
る
奉
者
の
継
承
で
あ
っ
た
と
限
定
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
｡
か
つ
'
現
存
す
る
内
書
の
文
末
に
記
載
の
人
物



の
氏
名
は
'
酒
井
息
晴
1
稲
葉
正
則

1
堀
田
正
俊
と
変
遷
が
確
認
で
き
る
た
め
､
奉
者
=
内
昏
文
末
に
記
載
の
人
物
と
い
う
関
係
が
確
定

す
る
｡
ま
た
'
内
書
文
末
に
記
載
の
人
物
は
､
幕
府
儀
礼
の
奏
者
の
最
高
位
者
-
披
露
人
で
あ
る
た
め
'
披
露
人
=
内
昏
文
末
に
記
載
の

人
物
=
奉
者
と
い
う
関
係
が
こ
こ
に
成
立
す
る
｡

稲
葉
正
則
は
延
宝
九
年
二
月
三
日
に
奉
者
の
初
役
を
つ
と
め
た
｡
や
や
長
文
に
及
ぶ
が
､
｢永
代
日
記
｣
の
記
串
か
ら
そ
の
過
程
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

【史
料
33
】
｢永
代
日
記
｣
延
宝
九
年
二
月
三
日
の
条

一
､
御
内
書
御
渡
被
遊
御
用
'
先
頃
被

仰
付
'
依
之
明
日
歳
暮
之
御
内
昏
御
渡
被
成

二
付
'
今

日
御
登

城
以
後
､
御
跡
よ
り
御

城
江
請
収
入
金
万
五
郎
右
衛
門

･
渡
辺
儀
左
衛
門
'
右
両
人
御
附
番
岡
本
七
兵
衛
致
同
道
'
半
椎
為
持
罷
越
侯
処
､
御
内
昏
御
部

(正
侶
)

崖
道
久
保
書
右
衛
門
様
御
持
参
'
都
合
百
九
拾
八
通
請
取
罷
帰
､
井
御
城
之
御
広
重
弐
ツ
御
借
り
被
成
､
明
日
御
内
沓
御
渡
以
後

御
返
シ
被
成
筈
也
'

1
､
明
日
御
内
書
御
渡
被
成
侯
こ
付
､
今
日
御
触
之
御
手
紙
破
過
之
､
御
在
江
戸
之
衆
江
者
御
直
寄
､
明
日
六
時
過
家
来
壱
人
可
被

持
越
侯
､
御
在
所
之
分
ハ
同
晩
八
時
可
参
旨
'
留
守
居
迄
被
仰
迫
'

(広
妃
)

一
､
書
川
内

蔵

助

方
儀
在
府
二
付
､
明
暮
六
時
家
来
可
披
指
越
由
'
被
仰
退
'

一
'
御
内
昏
御
在
府
之
分
百
三
拾
壱
通
'
御
在
所
之
分
六
拾
七
通
也
'

一
'
御
城
二
両
渡
分

霊

豊

(締望

(誓

(歪

O帆常
)

(留

別も

(壁

甲
斐
宰
相
棟

尾
張
中
納
言

様
紀伊中納言棟
水
戸宰相様
松
平
讃
岐
守
棟

松
平
加
賀
守
様

松
平
大
隅
守
棟

塞

(蓮
じ

(萱

窒
崩
山口
也

(胡
判
)

CW

摸
守
棟

於
平
左
京
大
夫
様

松平陸奥守棟
松平越前守様
松
平
大
勝
大
夫
様

細
川
越
中
守
様

松
平
伊
予
守
様

瓜
化

田光
理

松

平
相(黒

田

松

平

｢御
内
昏
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一号

(二

〇〇
〇
年
)

一
六
二

光
之
)

(鍋
蓋

(義

貞)

(宗
利
)

(高
久
)

(山
登

り

(燕
処
)

(沌
野

右
衛
門
佐

棟
松
平
丹

後
守
棟

宗
対
馬
守
棟

伊
達

遠

江

守

様

藤
堂
和
泉
守
様

松
平
土
佐
守
棟

佐
竹
右
京
大
夫
棟

松
平

ZE長
)

(耕
妃
)

(納
近
)

(蜂
須
召
捕
矩
)

(長
考

(頼
元
)

(東
倍
)

安
芸
守
様

上
杉
弾
正
大
弼
横

槍
平
出
羽
守
様

松

平

淡

路

守

様

森
伯
看
守
棟

有
馬
中
務
大
輔
様

南
部
大
勝
大
夫
様

両

本
願
寺

(成
貞
)

右
之
外
､
御
老
中
様

･
若
御
年
寄
中
井
牧
野
備
後
守
様
者
於

御
城
御
頂
戴
之
由
'

第

一
条
で
稲
葉
は

｢御
内
書
御
渡
被
遊
御
用
｣
を
命
じ
ら
れ
た
と
あ
る
の
で
､
奉
者
は
御
内
書
渡
し
の
責
任
者
で
も
あ
る
｡
つ
ま
り
'

披
露
人
=
内
香
文
末
に
記
載
の
人
物
=
奉
者

(内
書
奉
り
)
=
内
書
渡
し
の
責
任
者
t
と
い
っ
た
関
係
が
成
立
す
る
｡
右
の
命
令
に
基
づ

き
'
正
則
は
前
日
の
二
月
三
日
に
登
城
し
た
｡
そ
の
あ
と
か
ら
､
家
臣
二
人
と
附
番

一
人
が
登
城
L
t
幕
府
右
筆
久
保
正
信
が
老
中
部
屋

ま
で
持
参
し
た

1
九
八
通
の
内
書
を
受
け
取
-
帰
宅
し
た
｡
こ
の
時
､
広
蓋
二
つ
を
借
り
'
内
書
渡
し
後
に
返
却
す
る
.
次
に
､
明
日
が

内
書
渡
し
で
あ
る
こ
と
を

｢手
紙
｣
で
諸
大
名
に
触
れ
る
｡
在
府
の
諸
大
名

へ
は

｢明
日
六
時
過
家
来
壱
人
可
被
持
越
侯
｣
と
直
幸
で
伝

え
'
在
国
の
諸
大
名

へ
は

｢同
晩
八
時
可
参
｣
と
留
守
居
ま
で
伝
達
し
た
｡
吉
川
広
紀
は
将
軍
代
替
わ
り
の
参
勤
で
在
府
中
で
あ

っ
た
た

(R
)

め
'
｢明
暮
六
時
家
来
可
被
指
越
｣
と
伝
達
し
た
｡
受
け
取

っ
た
内
書
は
'
在
府
分
が

一
三

一
通
､
在
国
分
が
六
七
通
で
あ

っ
た
｡

二
月
四
日
当
日
､
卯
刻

(午
前
六
時
頃
)
に
自
邸
の
大
書
院
に
出
座
し
た
稲
葉
正
則
は
､
在
府
の
諸
大
名
の
留
守
居

一
人
宛
を
召
し
て
'

内
書
を
渡
し
た
｡
そ
の
後
'
辰
后
刻

(午
前
九
過
ぎ
頃
)
に
登
城
し
て
'
午
后
刻

(正
午
過
ぎ
頃
)
に
追
出
し
た
｡
未
刻

(午
後
二
時
頃
)
に

自
邸
の
大
審
院
に
お
い
て
'
在
国
の
諸
大
名
の
留
守
居

1
人
宛
を
召
し
'
内
書
を
渡
し
た
.
薄
暮
に
は
'
紀
伊
徳
川
光
貞
か
ら
使
者
を
も

っ
て
今
日
の
内
書
渡
し
の
礼
と
し
て
'
鮮
明
二
を
送
ら
れ
た
｡
正
則
は
､
今
回
初
め
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
た
め
､
使
者
に
対
面
し
た
｡
翌

日
は
'
正
則
は
老
中
大
久
保
息
朝

･
堀
田
正
俊

･
土
井
利
房

･
板
倉
重
種
､
側
用
人
牧
野
成
貞
'
若
年
寄
石
川
乗
政

･
於
平
信
輿
宅
を
訪

れ
'
昨
日
無
事
に
内
幸
渡
し
を
終
え
た
こ
と
の
礼
を
L
t
そ
の
後
に
登
城
し
た
｡



同
年
六
月
二
四
日
に
は
､
翌
日
の
端
午
の
内
書
渡
し
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
｡
辰
刻

(午
前
八
時
頃
)
に
登
城
し
た
稲
葉
は
､
午
后
刻

(正
午
過
ぎ
頃
)
に
退
出
し
た
｡
そ
の
間
の
巳
刻

(午
前
一
〇
時
頃
)
に
'
内
書
の
受
け
取
り
の
た
め
'
稲
葉
家
家
臣
小
野
伊
右
衛
門

･
大
野

治
右
衛
門
､
御
付
番
岡
本
七
兵
衛
が
登
城
し
､
｢大
名
衆
順
付
之
帳
｣
二
冊
､
硯
二
面
､
小
奉
審
薄
紙
入
､
広
蓋
二
枚
を
受
け
取
っ
た
｡

宰
科
足
軽
二
人

(袴
羽
紙
着
)'
中
間
五
人

(対
の
衣
類
着
)
は
城
内
の
老
中
部
屋
ま
で
参
上
し
､
そ
の
旨
を
坊
主
衆
か
ら
幕
府
右
筆
久
保
正

信
ま
で
連
絡
し
て
も
ら
う
と
､
久
保
は
東
王
院
晴
悦
に
内
書
を
持
た
せ
て
老
中
部
屋
ま
で
出
て
き
た
｡
清
悦
の
立
ち
会
い
の
も
と
､
内
書

を

一
通
づ
つ
内
見
し
て
､
｢順
付
之
帳
｣
と
引
き
合
わ
せ
'
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
半
長
持
に
入
れ
て
帰
宅
し
､
猿
薄
之
間
の
床
之

上
に
置
き
､
夜
に
な
っ
て
右
の
半
長
持
を
御
用
部
屋
に
入
れ
､
大
野
治
右
衛
門
が
寝
番
を
つ
と
め
た
｡

(別
)

一
方
'
明
日
に
内
書
渡
し
が
あ
る
こ
と
を

｢手
耗

｣

で
触
れ
た
｡
そ
の
文
言
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

【史
料
34
】
在
江
戸
諸
大
名
宛
江
戸
幕
府
奉
者
切
紙
書
状
案
文

端
午
之

御
内
書
可
相
渡
候
問
､
明
朝
六
ツ
時
過
私
宅
江
留
守
居
壱
人
可
被
持
越
侯
､
以
上
'

(正
則
)

六
月
廿
四
日

稲
葉

美

濃

守

何
か
し
殿

【史
料
LL,cQ]
在
国
諸
大
名
宛
江
戸
幕
府
奉
者
切
紙
書
状
案
文

濁
午
之

御
内
書
可
相
渡
侯
之
間
'
明
日
八
ツ
時
分
私
宅
江
留
守
居

1
人
可
参
侯
'
以
上
､

中歯

六
月
廿
四
日

稲

美

浪

何
か
し
殿留

守
居
中

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
4
号

(二
〇
〇
〇
年
)

1
六
四

在
府
の
諸
大
名
へ
は
稲
葉
か
ら
藩
主
宛
の
直
状
が
使
者
に
て
届
け
ら
れ
る
｡
在
国
の
諸
大
名
へ
は
稲
葉
の
名
を
略
し
た
留
守
居
宛
の
書

状
に
'
上
包
に

｢何
か
し
殿

留
守
居
中
｣
と
書
き
'
供
廻
り
の
使
い
に
て
届
け
る
｡
吉
川
広
紀
は
引
き
続
き
在
府
中
で
あ
っ
た
た
め
'

吉
川
家
の
家
来
ま
で
稲
葉
家
家
老
稲
葉
伊
織
か
ら

｢手
就
｣
を
出
さ
せ
た
｡

次
に
､
桜
田
門

･
馬
場
先
門
.･
和
田
倉
門
の
三
カ
所
の
番
所
に
断
り
の
使
者
を
派
遣
す
る
.
そ
の
口
上
は
'
｢明
日
端
午
之
御
内
書
相

渡
侯
こ
付
'
未
明
よ
り
使
者
多
ク
相
通
可
申
侯
'
御
曲
輪
之
内
之
儀
侯
間
'
夜
明
前
よ
り
人
多
取
込
侯
義
如
何
こ
存
侯
間
'
断
申
相
通
り

度
と
申
使
者
有
之
候
共
､
夜
明
不
申
内
者
御
通
被
成
間
数
侯
､
外
之
御
屋
敷
江
通
侯
使
者
ハ
格
別
之
儀
侯
'
為
御
断
以
使
者
申
入
俵
由
｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡

二
五
日
は
'
卯
刻
過

(午
前
六
時
過
ぎ
頃
)
に
自
宅
の
大
書
院
下
之
間
で
当
二
月
の
通
り
留
守
居
を

一
人
宛
召
し
て
'
内
書
を
渡
し
た
｡

在
府
大
名
の
分
は
一
一
七
通
で
'
そ
の
う
ち

｢持
合
｣
の
あ
る
衆
が
あ
り
'
七
通
が
残
っ
た
｡
こ
れ
は
城
中
で
老
中
と
相
談
し
て
'
忌
明

け
に
渡
す
こ
と
に
決
し
た
｡
未
后
刻

(午
後
三
時
過
ぎ
頃
)
に
は
'
在
国
大
名
の
留
守
居
を

一
人
宛
召
し
て
'
内
書
七

一
通
と
吉
川
家
分
を

渡
し
た
｡
加
え
て
'
朝

･
夜
に
参
上
の
留
守
居
に
対
し
て
'
次
の

｢書
付
｣
を
見
せ
た
｡
西
丸
の
鶴
松

(綱
吉
嫡
子
)
へ
の
献
上
に
対
し

て
は
'
内
書
で
は
な
く
奉
書
が
発
給
さ
れ
た
｡

【史
料
36
】
江
戸
幕
府
奉
者
書
付
案
文

栄

若
君
棟
江
端
午
之
御
祝
儀
献
上
之
奉
書
霜

板
倉

舶

僻

正

殿
二
両
相
渡
侯
間
,
此
方
孟

二
内
聖

殿
江
可
被
相
震

､
以
上
,

翌
二
五
日
に
は
'
江
戸
城
殿
中
で
内
書
渡
し
が
あ
っ
た
｡
渡
さ
れ
た
諸
大
名
家
は
'
二
月
の
時
と
同
じ
で
あ
る
｡
な
お
'
殿
中
渡
し
と

奉
者
の
私
宅
渡
し
は
異
な
る
日
の
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡



こ
の
よ
う
に
'
第
二
章
で
検
討
し
た
享
保
期
の
内
書
授
受
の
仕
組
み
は
､
既
に
延
宝
九
年

二
六
八
一
)
に
は
成
立
し
て
い
た
｡
内
書

を
渡
す
手
続
き
は
各
家
の
格
式
に
よ
-
差
が
あ
-
､
江
戸
城
に
諸
家
の
留
守
居
を
呼
び
'
殿
中
で
内
書
を
渡
さ
れ
る
家
は
､
将
軍
家
の
連

枝
､
三
家
'
三
家
連
枝
'
国
主
以
上
の
二
十
数
家
､
両
本
願
寺
､
お
よ
び
老
中

･
若
年
寄
ま
で
が
基
本
で
あ
っ
た
｡
右
以
外
の
諸
家
は
､

留
守
居
を
奉
者
の
屋
敷
に
呼
び
'
使
者
の
問
で
上
覧
L
t

一
人
づ
つ
内
香
を
渡
し
た
｡
い
ず
れ
も
使
者
に
は
時
服
が
与
え
ら
れ
'
内
書
を

留
守
居
か
ら
受
け
取
っ
た
在
府
の
諸
大
名
は
､
そ
の
日
の
う
ち
に
奉
者
宅
に
札
の
使
者
を
派
過
し
､
あ
る
い
は
自
身
で
直
礼
に
赴
い
た
｡

【史
料
33
】
の
史
料
か
ら
は
､
稲
葉
が
③
内
普
文
末
に
記
載
の
人
物
=
奉
者
'
④
内
香
渡
し
の
日
を
触
れ
る

｢手
紙
｣
の
発
給
者
､
⑤

私
宅
で
の
内
書
渡
し
t
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
し
'
子
細
に
み
る
と
､
④
の

｢手
紙
｣
は
稲
葉

の
私
宅
に
諸
大
名
の
家
来
を
呼
ぶ
も
の
で
､
江
戸
城
殿
中
へ
の
登
城
を
命
じ
た
も
の
で
は
な
い
｡
⑤
の
内
香
渡
し
も
'
｢永
代
日
記
｣
は

稲
葉
が
江
戸
城
に
登
城
し
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
､
殿
中
で
の
内
審
渡
し
を
担
当
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
｡
結
論
を
先
に
い
え

ば
､
殿
中
渡
し
の
場
合
､
留
守
居
の
登
城
は
老
中
奉
書
で
伝
達
さ
れ
'
殿
中
で
内
香
を
渡
す
役
は
時
服
を
献
上
し
た
月
の
月
番
老
中
が
担

当
し
た
O
即
ち
'
堀
田
正
俊
が
没
す
る
貞
享
元
年

(
1
六
八
四
)
八
月
以
前
は
､
④
の
機
能
は
､
◎

a
殿
中
渡
し
=
老
中
切
紙
奉
番
､
①

b
奉
者
私
宅
渡
し
=

奉
者
切
放
手
紙
､
と
機
能
が
分
掌
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
､
④

む
の
老
中
切
放
奉
啓
は
老
中
連
名
で
発
給

さ
れ
た
が
'
内
蕃
渡
し
が
あ
る
月
の
月
番
老
中
で
は
な
く
､
時
服
が
献
上
さ
れ
た
月
の
月
番
老
中
が
担
当
し
た
｡

右
の
点
を
堀
田
の
死
後
に
初
め
て
内
書
が
渡
さ
れ
た
事
例
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
｡
貞
享
元
年

一
一
月
二
二
日
に
老
中
戸
田
息
昌
か
ら
'

重
陽
内
書
を
渡
す
た
め
'
翌
日
､
家
来

一
人
を
登
城
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
る

｢御
老
中
御
連
名
之
御
切
紙
｣
が
到
来
し
た
｡
次
の
史
料
は
'

翌
日
の
内
書
授
受
の
次
第
で
あ
る
｡

(お
)

【史
料
37
】
｢毎
日
記
｣
貞
享
元
年

一
一
月
二
三
日
の
条

｢御
内
香
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

〓
ハ五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
六
六

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

(忠
臼
)

重
陽
之
御
内
書
御
渡
被
成
侯
付
'
今
朝
五
ツ
時
鈴
木
半
兵
衛

御
城
江
罷
上
侯
処
'
柳
之
間
こ
お
ゐ
て
､
九
月
御
月
番
戸
田

山

城

守

(倍
街
)

様
'
御
奏
者
御
当
番
松
平

因

幡

守

様
御
列
座
､
山
城
守
様
御
直
二
御
内
番
順
々
二
御
渡
､
(中
略
)'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

御
内
書
御
請
之
儀
､
例
年
ハ
御
大
老
江
被
仰
上
､
使
者
時
服
拝
領
之
御
礼
ハ
御
月
番
御
老
中
江
被
仰
上
侯
得
共
'
御
大
老
無
御
座
候

ヽ付
'
今
度
之
御
内
書
御
請
､
使
者
時
服
拝
領
'

一
紙
こ
御
書
載
被
成
侯
儀
も
如
何
こ
御
座
候
､
(傍
点
筆
者
)

｢九
月
御
月
番
｣
'
即
ち
重
陽
の
時
服
を
献
上
し
た
時
の
月
番
老
中
戸
田
息
昌
が
江
戸
城
柳
之
間
で
留
守
居
に
内
書
を
渡
し
､
奏
者
松

平
倍
衝
が
使
者
の
時
服
を
手
渡
し
た
｡
問
題
は
､
そ
の
御
請
御
礼
の
仕
方
に
あ
っ
た
｡
｢大
老
｣
が
い
な
い
の
で

(傍
点
)'
内
書
の
御
請

と
使
者
時
服
拝
領
の
御
請
御
礼
を

一
紙
で
戸
田
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
､
こ
れ
は
問
題
で
は
な
い
か
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
宗
家
で
は
戸

田
家
の
取
次
に
そ
の
旨
を
尋
ね
た
が
'
明
確
な
返
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
､
結
局
'
今
回
は
内
書
の
御
請
と
使
者
時
服
拝
領
の
御
請

は
別
々
の
二
親
で
調
え
､
戸
田
家
に
届
け
た
｡
し
か
し
'
｢重
而
よ
り
ハ
諸
方
並
こ
1
紙
二
相
認
被
差
上
筈
也
｣
と
､
以
後
は

1
紙
で
礼

を
済
ま
せ
れ
ば
よ
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
｡

こ
の
点
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
'
遡
っ
て
貞
享
元
年
七
月
の
事
例
を
見
て
み
た
い
｡

(
36
)

【史
料
38
】
｢毎
日
記
｣
貞
享
元
年
七
月
二
一
日
の
粂

(正
武
)

五
月
御
月
番
阿
部

豊

後

守

様
AQ御
使
者
松
下
弥

1
右
衛
門
方
を
以
'
御
111人
御
名
付
二
而
御
切
紙
之
御
奉
書

1
通
来
ル
'
御
紙
面

左
記
之端

午
之
御
内
書
可
相
渡
侯
間
､
明
日
四
ツ
時
以
前
家
来
壱
人
御
城
江
可
被
差
越
候
'
以
上
､

(忠
昌
)

七
月
廿

一
日

戸
田

山

城

守

(正
式
)

阿
部

豊

後

守



(忠
朝
)

大
久
保

加

賀

守

(義

兵)

宗

対

馬
守
殿

右
之
御
講

御
切
紙
致
拝
見
侯
'
可
被
成
下
端
午
之
御
内
沓
之
間
'
家
来
者
壱
入
明
廿
二
日
四
ツ
時
以
前
､
御
城
江
可
差
上
之
旨
奉
得
其
意

侯
'
恐
恒
謹
言
､

折
御
上
輩

七
月
廿
一
日

宗
対
馬
守

御
名
乗
御
判

大
久
保
加
賀
守
様

阿
部
豊
後
守
様

戸
田
山
城
守
様

右
御
請
､
折
御
上
輩
二
相
調
､
奉
書
包
こ
仕
也
､
殿
様
御
使
者
江
御
逢
'
御
直
こ
御
調
御
渡
被
成
侯
也
､

【史
料
39
】
｢毎
日
記
｣
貞
享
元
年
七
月
二
二
日
の
条

(正

式
)

端
午
之
御
内
書
御
出
し
被
成
侯
二
付
､
今
朝
桃
田
三
左
衛
門

御
城
江
御
上
侯
処
､
五
月
御
月
番
阿
部

豊

後
守
棟
御
直
こ
御
渡
被
成
'

(乗
政
)

講
取
之
､
退
出
之
節
'
如
例
年
御
使
者
三
左
衛
門
江
御
時
服
二
被
成
下
侯
'
謹
而
頂
戴
仕
ル
､
御
時
服
ハ
御
奏
者
御
番
石
川

美

作

守

(利
山墜

(良

様
御
渡
被
成
侯
'
退
出
之
節
御
月
番
御
老
中
枝
道
御
時
服
拝
領
之
為
御
礼
罷
出
ル
也
､
御
城
御
当
番
御
日
付
宮
城
主

殿

様

･
平
野

九

直
)

左

衛

門
棟

･
坊
主
組
頭
小
島
順
益
也
､

(正
俊
)

御
内
替
御
頂
戴
之
為
御
礼
､
如
例
堀
田

筑

前

守

棟
へ
竪
御
状
を
以
御
礼
被
仰
上
候
'
井
使
者
時
服
拝
領
之
御
礼
､
是
又
五
月
御
月
番

阿
部
豊
後
守
様
江
右
同
断
御
使
者
桃
田
三
左
衛
門
勤
之
'
右
御
礼
之
御
案
文
左
こ
記
之
､

｢御
内
蕃
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
六
八

端
午
之
御
祝
儀
進
上
仕
侯

こ
付
'
被
成
下
御
内
書
､
謹
而
致
頂
戴
柾
有
仕
合

奉
存
侯
､
為
御
礼
捧
愚
札
侯
'
恐
悦
謹
言
､

七
月
廿
二
日

堀
田
筑
前
守
様

端
午
之
御
祝
儀
致
進
上
侯
付
､
被
成
下
御
内
書
'
謹
而
致
頂
戴
侯
'
且
亦
使
者
時
服
拝
領
之
'
重
畳
社
有
仕
合
奉
存
侯
､
為
御

礼
里
愚
札
侯
'
恐
憧
謹
言
'

七
月
廿
二
日

阿
部
豊
後
守
棟

右
之
通
､
御
礼
両
通
二
相
認
'
御
両
所
棟
江
致
持
参
侯
之
処
'
未

御
城
AQ
御
下
り
不
披
成
侯
こ
付
､
御
取
次
こ
申
置
､
罷
帰
ル
也
､

【史
料
38
】
か
ら
'
ま
ず
時
服
を
献
上
し
た
五
月
の
月
番
老
中
阿
部
正
武
か
ら
老
中
連
名
の
切
紙
奉
書
で
内
書
渡
し
日
の
登
城
を
伝
達

さ
れ
､
当
日
僧
阿
部
が
担
当
し
て
内
書
と
使
者
の
時
服
を
諸
大
名
家
の
留
守
居

へ
渡
し
て
い
る
｡
【史
料
e･,g')
で
'
御
請
は
内
幸
文
末
に

記
載
の
人
物
=
奉
者
=
堀
田
正
俊

へ
は
内
書
拝
領
の
礼
の
み
で
あ
り
'
懸
-
の
老
中
=
阿
部
正
武

へ
は
内
書
と
使
者
時
服
の
礼
を
す
る
と

い
う
違
い
が
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
貞
享
二
年
に
大
老
堀
田
正
俊
を
失

っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
､
右
の
二
萩
の
請
状
が

一
紙
に
統
合

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
大
老

へ
の
御
請
御
礼
の
存
在
は
､
た
と
え
ば

｢毎
日
記
｣
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)

一
月
二
九
日
の
条
で
は
､
在
国
中
の
宗

義
兵
か
ら
稲
葉
正
則
に
宛
て
重
陽
の
内
書
の

｢御
請
｣

l
通
が
届
け
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
｢毎
日
記
｣
延
宝
七
年

(
]
六
七
九
)

l〇
月

一
二
日
の
条
で
は
､
老
中
土
井
利
房
に
は
使
者
に
よ
る
講
状
'
大
老
酒
井
忠
晴
に
は
口
上
で
そ
れ
ぞ
れ
御
講
御
礼
を
し
て
い
る
点
が
確
認

で
き
る
｡
日
記
記
録
者
の
裁
量
に
よ
り
記
事
に
多
寡
が
あ
る
た
め
､
す
べ
て
の
事
例
に
つ
い
て
確
証
を
示
せ
な
い
が
､
殿
中
渡
し
の
諸
大



名
家
か
ら
実
際
に
殿
中
儀
礼
の
場
に
登
場
し
な
い
大
老
に
対
し
て
も
'
御
請
御
礼
が
な
さ
れ
て
い
た
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ

つヽ
○つ

ま
れ
､
内
書
渡
し
の
柳
之
間
に
大
老
が
出
座
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
､
大
老
が
殿
中
に
お
け
る
内
沓
渡
し
に
一
切
関
与
し
な
か
っ
た

と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
た
と
え
ば
､
私
宅
に
お
け
る
内
香
渡
し
の
時
間
が
､
殿
中
の
内
香
渡
し
の
時
間
帯
を
避
け
て
早
朝
と
午
後

に
設
定
さ
れ
た
の
は
'
大
老
が
殿
中
渡
し
の
時
間
帯
に
登
城
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

延
宝
八
年

(
〓
ハ
八
〇
)
一
〇
月
､
酒
井
息
晴
は
病
状
で
あ
っ
た
｡
中
旬
を
過
ぎ
て
も
顔
や
手
足
が
艦
気
味
で
あ
っ
た
が
､
二
九
日
は

代
替
わ
り
後
に
初
め
て
重
陽
の
内
書
を
渡
す
日
で
あ
っ
た
た
め
､
恩
情
は
曲
成
瀬
道
三
の
薬
を
止
め
'
玄
微
の
薬
を
用
い
て
登
城
し
､
無

3緬
n

事
に
役
目
を
果
た
し
た
と
い
う

(｢重
朗
日
記
抜
粋

｣
)
｡

こ
の
日
'
津
軽
家
で
は
朝
方
留
守
居
を
恩
情
邸
ま
で
派
遣
し
'
内
蕃

一
通
を
受
け

り挫
[

取
っ
た

(｢津
軽
家
江
戸
日
記

｣
)
｡

午
后
刻

(午
後
一
時
過
)
に
江
戸
城
を
退
出
し
た
老
中
稲
菜
正
則
は
､
大
老
酒
井
忠
清
､
老
中
大
久
保
息

朝

･
堀
田
正
俊
'
若
年
寄
松
平
倍
興
と
同
道
し
て
伊
達
家
の
上
屋
敷
を
訪
れ
た
の
ち
'
息
清
宅
に

｢御
内
沓
御
頂
赦
之
御
礼
｣
の
た
め
に

立
ち
寄
-
､
夜
に
な
っ
て
帰
宅
し
た

(｢永
代
日
記
｣)｡
こ
こ
で
'
忠
治
が
登
城
し
て
果
た
し
た
役
目
が
何
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
で
き
な

(39
)

い
が
､
奉
者
が
内
書
渡
し
の
日
に
登
城
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
｡

そ
れ
で
は
'
な
ぜ
殿
中
渡
し
と
私
宅
渡
し
と
で
'
内
書
渡
し
日
の
伝
達
お
よ
び
実
際
に
内
番
を
渡
す
人
物
が
異
な
る
と
い
う
複
雑
な
構

造
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
間
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
'
老
中
制

(奉
書
制
お
よ
び
月
番
別
)
の
整
備
と
酒
井
雅
楽
頭
家
の
特
殊

な
由
緒
と
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
｡

(
仙

)

ま
ず
'
老
中
制
の
問
題
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
｡
寛
永

一
二
年

二
六
三
五
)
に
幕
府
老
中
月
番
制
が
確
立

L

t

さ
ら
に
寛
文
四
年

(
1
六
六
四
)
四
月

1
日
に
は
月
番
老
中

1
判
奉
書
制
が
導
入
さ
れ
る
｡
こ
れ
以
前
に
も

1
判
の
奉
沓

(老
中
が
1
人
で
発
給
す
る
奉
書
)
は

(41
)

発
給
さ
れ
て
i
た
が
､
連
署
す
べ
き

｢大
串
｣
と

一
判
で
す
む

｢小
串
｣
の
内
容
を
明
確
化
し
た
点
で
'
月
番
老
中
1
判
奉
書
制
の
導
入

｢御
内
昏
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み
(福
田
)

一
六
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
七
〇

は
老
中
執
務
体
制
の
合
理
化
と
な
っ
た
｡
具
体
的
に
は
､
公
家

･
門
跡
方
､
及
び
連
枝

(三
家
)
方
に
関
わ
る
こ
と
､
諸
大
名
の
参
勤
伺

い
･
城
普
請

･
帰
国
の
礼
､
諸
種
の
証
文
'
次
飛
脚
に
関
す
る
奉
書
に
は
'
酒
井
恩
情
と
老
中
三
人

(阿
部
息
秋
･
稲
葉
正
則
･
久
世
広
之
)

が
連
判
し
た
｡
こ
の
他
､
時
宜
に
よ
っ
て
連
署
奉
書
を
発
給
す
る
場
合
も
あ
る
が
'
将
軍
へ
の
機
嫌
伺
い
'
軽
い
進
物
'
当
座
の
こ
と
の

(42
)

奉
書
は
月
番
老
中

一
人
の
判
に
よ
る
こ
と
を
定
め
'
諸
大
名
に
も
伝
達
さ
れ
た
｡
つ
ま
り
'
月
番
老
中

一
判
奉
書
制
の
導
入
後
､
酒
井
息

清
は

｢大
事
｣
に
関
わ
る
老
中
奉
書
に
の
み
加
判
し
た
｡
寛
文
六
年

二
六
六
六
)
に
酒
井
息
清
が
大
老
職
に
就
任
す
る
と
､
奉
書
へ
の

加
判
を
免
じ
ら
れ
た
が
､
こ
れ
は
厳
密
に
は

｢大
事
｣
に
関
わ
っ
て
発
給
さ
れ
る
老
中
連
署
奉
書
へ
の
加
判
を
も
免
じ
ら
れ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
た
｡

第

1
表
は
'
島
津
家
文
書
に
お
け
る
内
書
渡
し
の
登
城
を
命
じ
る
切
紙
奉
書
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
み
て
も
､
酒
井
恩
情

が
寛
文
六
年
二
月
二
日
の
歳
暮
内
書
渡
し
の
切
紙
奉
書
を
最
後
に
'
連
名
し
な
-
な
っ
て
い
る
｡
延
宝
三
年

二
六
七
五
)

一〇
月
二
〇

日
付
の
の
ち
は
･
貞
享
二
年

(
1
六
八
五
)
1]1月

1
七
日
付
の
大
久
保
忠
朝
単
名
無
判
切
紙
璽

誕

発
給
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
島
津
家
で

は
切
紙
奉
書
の
発
給
が
未
確
認
で
は
あ
る
が
t
.他
家
の
日
記
等
の
記
録
か
ら
'
酒
井
忠
清
と
同
様
'
大
老
と
な
っ
た
稲
葉
正
則

･
堀
田
正

俊
も
切
紙
奉
書
に
連
名
し
な
か

っ
た
こ

と
が
確
認

できる｡
貞
享

元

年
以
降
は

大
老
が不
在と
な

り
'
懸
り
の

老中が
私
宅
に
お
け
る
内

書
渡
し
も
担
当
し
た
た
め
'
こ
こ
に
諸

大
名

か
ら

の献上時
服
の

受
け
取
り
川

披
露
人
=
奉
者

(内
書
奉
り
)

=切紙
奉
書
発
給
=

内
書

渡
し
と
い
っ
た
す
べ
て
の
機
能
が
'
一

人
の
老
中
の
人
格
の

もと
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

逆
に
'
こ
れ
以
前
の
機
能
の
分
掌
体
制
は
'
酒
井
雅
楽
頭
家
の
特
殊
な
家
格

･
地
位
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
次
の

【史
料
40
】

は
､
筆
者
の
管
見
の
限
り
将
軍
の
内
春
発
給
の
手
続
き
を
記
し
た
記
事
の
初
見
で
あ
る
｡

(3
)

【史
料
盟

｢毎
日
記
｣
患
永
五
年

1
月

二
二
日
の
条



第 1表 切紙奉書 (内音渡し)発給一覧 (島津家文書)

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

･和暦 西暦 月日 発 給 者 宛 所 三季 渡 日

時刻 旧記万治2 1659 726 於平伊豆守.阿部豊後守.稲菜美浪守 松平大隅守殿

端午 727 4時 852万治 3 1660 126 松平伊豆守.阿部豊後守.稲葉美浪守

松平大隅守殿 歳暮 127 4時 861寛文 1 1661 824 酒井雅楽頭.松平伊豆守.阿部豊

後守.稲築美浪守 松平大隅守殿 端午 825 4時 944寛文 1 1661 1003 酒井雅楽頭.松平

伊豆守.阿部豊後守.稲米英浪守 松平大隅守殿 重陽 1004 4時 955(克文2)166
2 205 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲葉美浪守 松平大隅守殿 歳暮 206 4時

771寛文 2 1662 705 阿豊後守.稲美汲守 松平大隅守殿留守居中 端午 706 4

時 973寛文 3 1663 808 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲葉美濃守 . 松平大隅守殿 端午 809

4時 1022曳文 3 1663 1126 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲英美浪守.久世大和守 松平大隅守殿 重

陽 1127 4時 1031蒐文 4 1664 228 酒井雅説き頭.阿部豊後守.稲葉美濃守.久世大和守 松平大

隅守殿 鹿茸宗 229 4時 1041(寛文4)1664 1002 酒井雅楽E7i.阿部豊後守.稲

葉美濃守.久世大和守 松平大隅守殿 端午 1003 4時 989兜文 5 1665 628 酒井雅楽頭.阿部

豊後守.稲葉美濃守.久世大和守 松平大隅守殿 端午 629 4時 1110究文 5 1665 1022

酒井雅楽豆再.阿部豊後守.稲葉美浪守.久世大和守 松平大隅守殿 重陽 1023 4時 1119究文 6
1666 202 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲英美浪守.久世大和守 松平大隅守殿 歳;醍 203 4時 11

31究文 7 1667 621 稲葉英独守.久世大和守.土屋但馬守.板倉内膳正 松平大隅守殿 端午 62

2 4時 1197寛文 7 1667 1020 稲英美浪守.久世大和守

.土屋但馬守.枚食内膳正 松平大隅守殿 盈陽 1021 4時 1210究文 8 1
668 129 稲葉美浪守.久世大和守.土屋但馬守.板倉内臓正 松平大隅守殿 歳暮 130 4時

1230寛文 9 1669 609 久世大和守 松平大隅守殿 端午 610
4時 1291寛文 9 1669 1003 稲葉美浪守.土屋但鵜守 松平大隅守殿

東陽 1004 4時 1300寛文10 1670 204 稲発美浪守.久

世大和守.土屋但馬守 松平大隅守殿 歳重茎 205 4時 1309兜
文10 1670 1024 稲美浪 松平大隅守殿留守居中 東陽 1025

4時 1348兜文11 1671 612 稲美浪 松平大隅守殿留守屈.中 端午 61
3 4時 1381兜文11 1671 1(X)7 土屋但馬守 松平

大隅守殿 究陽 loos 4時 1407寛文12 1672 129
久世大和守 松平大隅守殿 故井 130 4時 1417延宝 1 1673 1(X)8 久世大和守 松平大隅守殿 重陽 1009 4時



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
七
二

(忠

世

)

従

御
本
丸

御
内
書
下
ル
､
御
使
者
鳩
尾
才
兵
衛
御
服

一
重
被
下
'
酒
井

雅

楽

頭

段
内
印
藤
助
之
允
請
取
置
モ
タ
セ
ラ
ル
､
雅
楽

殿
江
御
講
之
心
持
こ
て
捻
御
状
参
'

本
丸
筆
頭
老
中
酒
井
息
世
が
内
書
渡
し
の
役
を
担
当
し
'
宗
家
の
屋
敷
ま
で
酒
井
家
の
家
臣
が
将
軍
家
光
発
給
の
内
啓
を
送
り
届
け
'

宗
家
は
忠
世
に
御
請
の
意
を
含
め
て
捻
書
状
を
届
け
た
｡
こ
れ
に
先
立
つ
四
日
は
'
大
御
所
秀
忠
発
給
の
内
書
を
土
井
利
勝
の
使
者
高
田

所
左
衛
門
が
宗
家
の
屋
敷
に
届
け
た
が
､
宗
家
で
は
御
請
の
仕
方
が
わ
か
ら
ず
'
使
者
口
上
の
礼
で
よ
い
か
ど
う
か
を
利
勝
に
尋
ね
て
い

る
｡
利
勝
は
'
い
ず
れ
の
大
名
も
講
状
を
使
者
が
持
参
し
て
済
ま
せ
て
い
る
旨
を
告
げ

(｢何
之
御
大
名
衆
茂
'
御
内
書
之
御
礼
者
御
状
･
使

者
二
而
､
無
御
出
侯
閉
り
此
御
状
二
両
能
御
座
候
｣)､
も
し
直
礼
を
勤
め
る
大
名
が
い
れ
ば
改
め
て
連
絡
す
る
と
返
答
し
た
｡
要
す
る
に
'
寛

永

一
二
年

二
六
三
五
)
に
老
中
制
が
確
立
す
る
以
前
の
寛
永
期
前
半
は
'
将
軍

･
大
御
所
と
も
に
内
書
を
大
名
家
に
送
り
届
け
る
形
式

で
あ
り
'
こ
れ
に
対
す
る
諸
大
名
の
御
請
の
仕
方
や
格
式
も
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
｡

諸
大
名
の
留
守
居
を
登
城
さ
せ
て
内
書
を
渡
す
記
事
の
初
見
は
､
寛
永

一
二
年

(
一
六
三
五
)
で
あ
る
｡

(45
)

【史
料
41
】
｢公
儀
所
日
乗
｣
寛
永

一
二
年

一
〇
月
九
日
の
粂

(忠

行

)

一
'
重
陽
之
御
内
書
有
御
渡
之
通
御
触
こ
付
而
'
御
城
江
罷
居
候
'
然
処
依
酒
井

阿

波

殿

御
煩
こ
付
而
無
御
出
候
故
'
御
内
書
之
俵

(息
暗
)

者
重
而
可
有
御
渡
侯
条
'
呉
服
斗
拝
領
任
侠
へ
之
由
こ
而
'
松
平

伊

賀

殿

御
奏
者
こ
而
呉
服

一
重
宛
致
拝
領
､
各
同
前
こ
罷
下
侯
､

闇
草
間帆鈍

殿
様
江
申
上
､
伊

豆
殿

江

御
礼
状
被
進
侯
事

【史
科
42
】
｢公
儀
所
日
条
｣
寛
永

一
二
年

一
〇
月
十
三
日
の
粂

(利
勝
)

一
'
重
陽
之

御
内
書
土
井

大

炊

殿

方
御
持
せ
侯
而
被
成
御
頂
戴
侯
事
､



寛
永

一
二
年

一
〇
月
の
重
陽
の
内
畜
渡
し
で
は
､
留
守
居
の
登
城
を
要
請
す
る

｢御
触
｣
が
出
た
た
め
登
城
し
た
と
こ
ろ
'
奏
者
の
酒

井
忠
行
が
病
気
の
た
め
内
幸
渡
し
は
延
期
と
さ
れ
､
留
守
居
が
呉
服
の
み
を
拝
領
し
て
帰
宅
し
た
｡
留
守
居
は
そ
の
旨
を
藩
主
に
報
告
し
､

講
状
は

｢伊
豆
殿
｣
=

老
中
松
平
倍
綱
に
届
け
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
僧
綱
が
留
守
居
の
登
城
を
要
請
す
る
老
中
率
香
の
発
給
を
担
当
し
た

た
め
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
か
ら
四
日
後
に
土
井
利
勝
が
代
行
す
る
こ
と
に
な
-
'
毛
利
邸
ま
で
土
井
家
の
家
臣
が
内
番
を
届
け
て
い
る
｡
酒

井
忠
行
は
酒
井
息
世
の
嫡
子
で
'
寛
永

一
一
年
閏
七
月
二
三
日
江
戸
城
西
丸
の
焼
失
に
よ
り
息
世
と
と
も
に
謹
慎
し
た
｡
翌

二

一年
六
月

一
日
か
ら
出
仕
が
許
さ
れ
､
本
丸
奏
者
に
復
し
た
が
､
同

一
三
年

一
一
月

一
七
日
に
三
八
歳
で
病
没
し
た
｡
酒
井
息
晴
は
､
忠
行
の
嫡
子

で
あ
る
｡

こ
の
前
後
の

｢公
儀
所
日
乗
｣
の
記
事
か
ら
は
､
必
ず
し
も
留
守
居
が
江
戸
城
に
登
城
し
て
'
内
書
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
確
定
で
き

な
い
.
寛
永

1
三
年

1
月
二
〇
日
は

｢御
歳
暮
之
御
内
昏
土
井
大
炊
殿

方
箕
浦
九
大
夫
御
使
二
両
私
所
迄
被
迫
之
侯
｣
､
同
年
六
月
四
日

は

｢端
午
之
御
内
香
､
土
井
大
炊
殿
AQ
私
所
迄
被
成
御
持
七
侯
'
御
使
土
屋
権
之
助
被
参
侯
｣
と
あ
-
'
土
井
家
の
家
臣
が
毛
利
家
の

留
守
居
ま
で
内
書
を
届
け
て
い
る
｡
同
年

一
〇
月

一
九
日
の
重
陽
内
番
は
土
井
利
勝
の
使
者
が
毛
利
邸
に
持
参
し
た
が
'
翌
日
､
留
守
居

が
登
城
し
て
呉
服

一
重
を
拝
領
し
た
｡
同

一
四
年
閏
三
月
二
三
日
に
は
､
歳
暮
内
香
を
土
井
利
勝
の
使
者
が
毛
利
邸
に
持
参
し
､
曹
川
家

宛
の
歳
暮
内
番
も
持
参
し
た
の
で
'
毛
利
邸
か
ら
吉
川
邸
に
届
け
て
い
る
｡
同

1
五
年

一
月
八
日
に
は
､
歳
暮
内
香
を
土
井
利
勝
の
使
者

が
毛
利
邸
に
持
参
L
t
在
府
中
の
藩
主
へ
渡
し
'
同
日
'
土
井
利
勝
の
触
れ
に
よ
り
留
守
居
が
登
城
L
t
呉
服

一
重
を
拝
領
し
た
｡
同
日
'

右
の
礼
と
し
て
､.
土
井
利
勝

･
酒
井
忠
勝
へ
留
守
居
自
身
の
礼
に
出
か
け
'
藩
主
か
ら
は
土
井
利
勝
へ
礼
状
を
送
っ
た
｡
要
す
る
に
'
内

書
は
奉
者
の
家
臣
が
届
け
､
留
守
居
が
拝
領
す
る
呉
服
は
江
戸
城
で
渡
さ
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
が
'
寛
永

一
五
年
五
月

一
〇
日
か
ら
は
'
留
守
居
が
江
戸
城
へ
登
城
し
､
内
番
と
使
者
の
呉
服
を
受
け
取
る
形
式
が
定
着
す
る
｡

｢御
内
香
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
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【史
料
43
】
｢公
儀
所
日
乗
｣
寛
永

一
五
年
五
月

一
〇
日
の
条

(土
井
利
勝
)

一
､
端
午
之
御
内
書
可
被
成
御
渡
侯
間
､
御
城
江
只
今
可
罷
出
之
由
､
大

炊

様

方

御
触
二
付
而
'
罷
出
侯
､
御
内
書
被
成
御
渡
候
､

(酒
井
息
肪
)

私
江
御
推
子
弐
ツ
内
翻
蛸
物
被
作
拝
領
侯
'
則
大
炊
殿
･
讃

岐

殿
江

御
礼
こ
参
上
任
侠
事
､

端
午
内
書
渡
し
の
た
め
の
登
城
が
土
井
利
勝
か
ら
触
れ
ら
れ
'
留
守
居
に
内
書
と
呉
服
二
宛
が
渡
さ
れ
'
留
守
居
は
土
井
利
勝
と
酒
井

忠
勝
に
自
分
の
礼
を
し
た
｡
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
'
土
井
利
勝
が
触
れ
を
出
し
た
点
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
彼
が
老
中
奉
書
に
連

名
し
､
奉
書
の
発
給
を
担
当
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
｡

翌

一
六
年
三
月
八
日
に
は
歳
暮
内
書
が
渡
さ
れ
た
が
'
毛
利
家
で
は
阿
部
息
秋
と
阿
部
忠
次
に
御
請
の
洋
主
書
状
を
持
参
し
た
｡
そ
の

闇
m剛関
M郎

同
州朋悶
M艶

理
由
は
'
｢
豊

後

殿

ハ

去
暮
呉
服
上
り
侯
刻
被
成
御
披
露
侯
'
対

馬

殿

ハ

御
内
書
被
成
御
渡
侯
付
而
'
右
御
両
所
へ
御
状
参
侯
事
｣
と

い
う
も
の
で
あ
る
｡
息
秋
は
歳
暮
の
祝
儀
披
露
の
実
務
者
､
忠
次
は
内
昏
渡
し
の
実
務
者
で
あ
っ
た
め
､
毛
利
家
で
は
両
人
に
講
状
を
持

参
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
'
内
書
文
末
に
記
載
の
人
物
は
土
井
利
勝
の
は
ず
で
あ
る
が
'
こ
の
時
を
境
に
毛
利
家
の
請
状
は
月
番
老
中

に
出
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
す
る
｡

右
の
変
化
は
'
寛
永

1
五
年

(
1
六
三
八
)
に
幕
府
の
体
制
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
｡
同
年

1
1
月
七
日
'

井
伊
直
孝

･
堀
田
正
盛

･
土
井
利
勝

･
酒
井
忠
勝

･
松
平
信
綱

･
阿
部
忠
秋

･
三
浦
正
次

･
阿
部
忠
次

･
青
山
忠
俊
が
江
戸
城
黒
書
院
に

(46
)

列
座
し
､
酒
井
忠
清
に

｢当
暮
ヨ
リ
父
阿
波
守
の
ご
と
く
｣
の
勤
務
が
命
じ
ら
れ
た
｡
こ
れ
は
'
父
忠
行
が
つ
と
め
て
い
た
殿
中
の
奏
者

(晴
俵
)
と
営
中
祝
儀
の
節
の
諸
役

(年
男
)
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
'
二
年
前
､
忠
行
が
没
し
た
後
は
､
出
羽
庄
内
藩
主
酒
井
宮
内
少

輔
忠
勝
が
こ
の
役
を
つ
と
め
て
い
た
｡
恩
情
が
右
の
二
役
に
復
し
た
こ
と
に
よ
-
'
酒
井
雅
楽
頭
家
で
は
こ
の
二
役
を
同
家
の
嫡
流
が
つ

(47
)

と
め
る

｢三
河
以
来
の
旧
例
｣
と
理
解
し
'
そ
の
由
緒
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た

｡

た
だ
し
'
こ
の
時
'
息
清
は
ま
だ
十
五
歳
で
あ
っ
た
た



め
､
幼
少
の
問
は
い
と
こ
の
酒
井
忠
朝
が
加
勢
す
る
暫
定
的
措
置
が
と
ら
れ
た
｡

こ
の
日
は
ま
た
'
幕
府
職
制
の
整
備
の
う
え
で
重
要
な
決
定
が
な
さ
れ
た
日
で
も
あ
る
｡
秀
忠
時
代
か
ら
将
軍
を
補
佐
し
て
き
た
老
中

土
井
利
勝

･
酒
井
忠
勝
が
奉
書
へ
の
連
判
を
免
除
さ
れ
'
朔
日

･
十
五
日
と
大
事
を
議
す
る
時
に
の
み
登
城
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
｡

こ
れ
が
t
の
ち
に

｢大
老
｣
と
よ
ば
れ
る
職
の
起
こ
り
と
さ
れ
て
い
る
｡
老
中
職
は
阿
部
忠
次
が
新
た
に
加
え
ら
れ
'
松
平
倍
綱

･
阿
部

息
秋
の
三
人
体
制
と
な
っ
た
｡
土
井
利
勝
の
嫡
子
利
隆
と
酒
井
忠
勝
の
嫡
子
忠
朝
は
'
い
わ
ゆ
る

｢六
人
衆
｣
(若
年
寄
)
を
免
除
さ
れ
､

永
井
尚
政

･
稲
葉
正
則
な
み
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
特
に
､.
酒
井
息
朝
は
奏
者
に
転
じ
'
い
と
こ
の
酒
井
忠
治
の
加
勢
を
命
じ
ら
れ

(侶
)

た
｡
家
光
側
近
の
朽
木
植
綱

･
三
浦
正
次
は
､
引
き
続
き
若
年
寄
と
し
て
残
さ
れ

た

｡

つ
ま
り
'
寛
永

1
五
年

1
1
月
に
土
井
利
勝
と
酒
井
忠
勝
が

｢大
老
｣
に
就
任
し
た
こ
と
に
よ
り
､
内
番
の
授
受
に
関
わ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
と
も
'
二
人
は
老
中
奉
書
へ
の
加
判
を
免
除
さ
れ
､
か
つ
殿
中
に
お
け
る
諸
事
に
関
与
し
な
く
な
る
た
め
'
内
書
渡
し
も
月
番
老
中

の
担
当
に
移
さ
れ
た
｡
寛
永

一
六
年
三
月
の
内
昏
渡
し
の
変
化
は
'
右
の
体
制
が
如
実
に
反
映
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
｡

以
上
'
断
片
的
な
事
例
か
ら
で
は
あ
る
が
'
家
光
期
の
段
階
で
は
内
書
授
受
の
仕
組
み
は
か
な
り
流
動
的
で
あ
り
'
諸
大
名
家
の
御
請

の
仕
方
も
定
式
が
な
か
っ
た
が
'
寛
永

一
五
年
に
は
江
戸
城
殿
中
に
お
い
て
内
書
と
使
者
の
時
服
を
渡
す
仕
組
み
が
成
立
し
'
同
年

二

月
の
幕
府
の
体
制
変
化
を
受
け
て
'
殿
中
に
お
け
る
内
昏
授
受
に
関
わ
る
業
務
は
月
番
老
中
が
掌
振
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

(
一
六
五
二
)

【史
料
3
]
｢公
儀
所
日
乗
｣
承

応

元

年

1
月
二
九
日
の
粂

(信
州
)

1
｣
御
触
こ
付
帝

御
城
江
罷
出
'
去
御
歳
暮
之
御
内
書
松
平

伊

豆

殿

被
成
御
渡
侯
､
請
取
申
侯
､
左
侯
而
'
跡
々

御
内
書
御
頂

戴
之
時
ハ
､
被
成
御
渡
侯
御
老
中
様
迄
御
請
状
被
進
侯
間
'
相
済
申
候
へ
共
'
御
代
替
初
而
御
内
昏
被
成
御
頂
戴
儀
二
侯
､
此
度

(勝
降
)

之
儀
'
御
老
中
迄
御
自
身
御
礼
二
被
成
御
出
而
可
然
侯
ハ
ん
哉
と
松
平

出

雲

殿

江
各

1
同
こ
申
伺
候
へ
ハ
､

一
段
尤
之
儀
こ
侯
聞
'

｢御
内
昏
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

一
七
五



史
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一
七
六

御
老
中
迄
御
自
身
御
出
侯
而
御
講
被
仰
上
可
然
之
通
'
御
内
証
侯
'
青
山
江
直
様
致
伺
公
'
右
之
御
内
書
杉
兵
庫
殿
江
相
渡
差
上

(忠
勝
)

(忠
清
)

(侶
糾
)

ケ
'
御
老
中
江
御
自
身
為
御
礼
被
成
御
出
御
通
申
上
侯
'
則
'
殿
様
被
成
御
出
､
酒
井

讃

岐

殿

･
酒
井

雅

楽

頭

殿

･
松
平

伊

豆

守

(忠
秋
)

(乗
寿
)

殿

･
阿
部

豊

後

守

殿

･
松
平

和

泉

守

殿
江
被
成
御
座
候
'
又
私
致
御
供
侯
事
､

右
は
四
代
将
軍
代
替
わ
り
後
'
初
め
て
発
給
さ
れ
た
内
書
渡
し
の
記
事
で
あ
る
｡
従
来
'
毛
利
家
で
は
内
書
を
渡
す
老
中
ま
で
請
状
を

提
出
す
る
だ
け
で
済
ん
で
い
た
が
'
今
回
は
代
替
わ
り
後
初
め
て
の
こ
と
な
の
で
'
大
名
自
身
が
大
老
酒
井
忠
勝
､
奉
者
酒
井
忠
清
'
老

中
松
平
信
綱

･
阿
部
息
秋

･
於
平
乗
寿
に
御
礼
の
挨
拶
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
｡
殿
中
で
内
書
渡
し
を
担
当
し
た
の
は
'
松

平
倍
綱
で
あ

っ
た
｡
以
後
の
内
書
渡
し
で
も
'
老
中
松
平
信
綱

･
於
平
乗
寿

･
阿
部
忠
秋
か
ら
内
書
を
渡
さ
れ
'
礼
を
し
て
い
る
｡

東
応
二
年

(
一
六
五
三
)

一
二
月
の
重
陽
の
内
幸
渡
し
に
つ
い
て
は
､
｢公
儀
所
日
乗
｣
に
詳
細
な
記
事
が
あ
る
の
で
'
検
討
し
て
み
た

い
｡

【史
料
t9
]
｢公
儀
所
日
乗
｣
承
応
二
年
十
月
十
七
日
の
条

1
'
重
陽
之
御
内
書
御
渡
侯
付
､
御
老
中
様

方
御
切
紙
之
御
奉
書
参
侯
御
文
体
､

重
陽
之

御
内
書
可
相
渡
侯

之間'
明
十
八
日
四
ツ
時
分
二
家
来
壱

人

御
城
可
被
指
越
侯
､
以
上
'

(息秋)

十
月
十
七
日

阿
部

豊後守
(
倍加)

松
平

伊豆守(息清)

酒
井

雅楽頭

重
登

校
平
千

代
熊
殿

右
舷
平
伊
豆
殿

AQ御
使
者
松
井
治
部
右
衛
門
と
申
仁
二
両
被
指
越
候
'
即
御
下
屋
敷
指
上
ケ
申
候
事
'



右
何
茂
杉
兵
庫
殿
江
申
達
侯
事
､

ま
ず
､
酒
井
忠
晴

･
松
平
倍
網

･
阿
部
忠
秋
の
老
中
連
名
に
よ
る
切
紙
奉
書
が
到
来
し
た
｡
こ
こ
で
は
､
実
際
に
切
紙
奉
書
の
発
給
を

担
当
し
た
の
は
於
平
信
綱
で
あ
る
O
翌

1
八
日
､
右
の
講
状
を
夜
前
に
下
屋
敷
の
藩
主
の
も
と
か
ら
届
け
ら
れ
た
の
で
'
留
守
居
が
朝
方
､

松
平
僧
綱
の
も
と
へ
持
参
し
た
｡
そ
の
後
､
留
守
居
は
朝
五
ツ
半

(午
前
九
時
頃
)
に
登
城
し
､
四
ツ
時

(午
前
一
〇
時
頃
)
に
老
中
阿
部

忠
秋
か
ら
内
書
を
渡
さ
れ
､
奏
者
井
上
正
利
か
ら
呉
服

一
重
を
渡
さ
れ
た
｡
使
者
全
月
が
息
秋
の
面
前
で
札

(辞
儀
)
を
し
､
そ
の
時
'

奏
者
の
松
平
勝
隆
が

｢黍
｣
旨
を
息
秋
に
言
上
し
て
退
出
し
た
｡
殿
中
渡
し
の
諸
家
は
'
既
述
の
よ
う
な
三
家
と
将
軍
家

一
門
､
お
よ
び

国
主
ク
ラ
ス
の
大
名
家
の
計
二
七
家
と
両
本
願
寺
で
あ
る
｡

毛
利
家
が
渡
さ
れ
た
重
陽
内
書
の
文
体
は
､
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

【史
料
46
】
徳
川
家
綱
黒
印
内
書
写

(息
清
)

為
重
陽
之
祝
儀
小
袖
五
到
来
'
歓
思
召
侯
､
猶
酒
井

雅

楽

頭

可
述
慎
也
､

十
月
十
八
日

御
墨
印

景
盛

6

松
平
千
代
熊
と
の
へ

内
書
文
末
に
は
'
酒
井
息
晴
の
名
が
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
内
啓
の
講
状
は
'
内
書
を
殿
中
で
渡
し
た
老
中
阿
部
忠
秋
に
届
け
ら
れ
た
｡

東
応
三
年
六
月
二
九
日
に
は
'
端
午
内
書
が
渡
さ
れ
た
が
､
右
の
次
第
と
変
わ
-
な
く
'
前
日
に
酒
井
息
晴

･
松
平
僧
綱

･･阿
部
忠
秋
の

連
名
切
紙
奉
書
が
発
給
さ
れ
'
明
二
九
日
の
四
ツ
時
分
に
内
書
渡
し
の
た
め
家
来

一
人
を
登
城
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
'
翌
日
五
ツ
半

に
登
城
し
た
家
来
は
､
四
ツ
半
時
分
に
阿
部
息
秋
か
ら
内
書
と
呉
服
二
宛
を
渡
さ
れ
た
｡

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
七
八

こ
の
よ
う
に
'
家
綱
が
将
軍
に
就
任
し
t
か
つ
酒
井
恩
情
が
筆
頭
老
中
に
就
任
し
た
の
ち
も
､
奉
者
と
老
中
切
紙
奉
書
の
発
給
担
当
者

と
内
書
渡
し
の
実
務
者
が
異
な
る
と
い
う
事
態
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
｡
ま
た
'
酒
井
忠
清
は
寛
文
六
年

二
六
六
六
)
ま
で
は
老
中

切
紙
奉
書
に
連
名
す
る
が
'
奏
者
を
つ
と
め
る
由
緒
か
ら
月
番
老
中
を
担
当
し
な
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
'
息
清
は
切
紙
奉
書
の
発
給
担
当

者
に
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
こ
の
経
過
は
､
幕
府
儀
礼
構
造
に
お
い
て
酒
井
雅
楽
頭
家
の
家
職
が
定
着
し
て
い
-
過
程
で
あ
る
と
と
も

に
､
そ
の
一
方
で
月
番
老
中
が
着
実
に
幕
府
儀
礼
を
掌
振
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

即
ち
､
寛
永

一
二
年

二
六
三
五
)
に
月
番
老
中
制
が
確
立
す
る
と
'
酒
井
忠
世
が
つ
と
め
た
披
露
人

･
奉
者
の
機
能
の
な
か
か
ら
'

将
軍
の
意
を
伝
え
る
機
能
が
老
中
奉
書
に
よ
る
伝
達
へ
と
移
行
す
る
｡
し
か
し
'
寛
永

一
五
年
ま
で
は
奉
者
と
老
中
が
重
な
っ
て
い
た
た

め
'
表
だ
っ
た
構
造
変
化
と
し
て
は
現
れ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
寛
永

一
五
年
に
土
井
利
勝
と
酒
井
忠
勝
が
老
中
制
か
ら
離
脱
す
る
と
と

も
に
'
登
城
召
し
の
奉
書
の
発
給
と
殿
中
の
諸
事
に
あ
た
る
時
服
の
受
け
取
り
お
よ
び
内
書
の
殿
中
渡
し
の
機
能
が
月
番
老
中
の
役
務
と

し
て
管
掌
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
'
私
宅
渡
し
の
部
分
の
み
が
奉
者
の
役
務
と
し
て
残
さ
れ
た
｡
こ
の
役
務
は
'
酒
井
息
清
の
奏
者

(披
露

人
)
就
任
'
つ
い
で
奉
者
就
任
に
よ
っ
て
次
第
に
雅
楽
頭
家
の
家
職
と
し
て
定
着
し
､
息
清
の
の
ち
は
大
老
の
役
務
と
し
て
稲
葉

･
堀
田

に
引
き
継
が
れ
た
｡
し
か
し
'
貞
享
元
年

(
一
六
八
四
)
に
大
老
が
不
在
に
な
る
と
'
時
服
の
献
上
か
ら
内
書
授
受
の
す
べ
て
に
わ
た
る

機
能
が
月
番
老
中
の
職
掌
の
も
と
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

な
お
'
寛
永

一
五
年
に

｢大
老
｣
が
殿
中
の
内
香
渡
し
に
関
与
し
な
く
な
る
一
方
で
'
殿
中
渡
し
以
外
の
諸
大
名
家
は
奉
者
の
土
井
利

勝
か
ら
内
膏
を
渡
さ
れ
て
い
た
O
｢登
戸
幕
府
日
記
｣
寛
永

1
八
年

(
1
六
E
1
1
)
1
万

二
〇
日
の
条
に

｢其
外
之
御
内
書
者
土
井
大
炊
頭

AQ
遣
之
｣
と
見
‥ぇ
る
｡

(4
)

【史
料
53
]
｢敵
軽
家
江
戸
日
記
｣
寛
文
八
年
六
月

1
九
日
の
粂



(酒
井
息
晴
)

1
'
雅

楽

頭

株

AQ端
午
之
御
内
書
御
渡
可
被
成
侯
由
'
昨
日
御
手
紙
参
'
今
朝
六
ツ
前

1
町
田
八
郎
右
衛
門
罷
上
ル
'

津
軽
家
の

｢江
戸
日
記
｣
は
寛
文
八
年

(
1
六
六
八
)
以
前
の
も
の
が
な
い
た
め
'
【史
料
5
)
は
津
軽
家
に
お
け
る
私
宅
渡
し
の
記
事

の
初
見
で
あ
る
｡
酒
井
忠
滑
が
内
香
渡
し
を
触
れ
る
書
状
を
発
給
L
t
実
際
に
自
邸
で
内
昏
渡
し
を
実
施
し
て
い
る
｡
そ
の
後
の
日
記
か

ち
は
､
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
酒
井
1
稲
菜
1
堀
田
へ
と
い
う
奉
者
の
変
遷
と
'
堀
田
の
死
後
は
月
番
老
中
に
変
わ
る
点
を
確
認

で
き
る
｡

最
後
に
'
貞
享
元
年

(
一
六
八
四
)
八
月
以
降
に
'
す
べ
て
の
機
能
が
月
番
老
中
制
の
も
と
に
統
合
さ
れ
て
の
ち
は
'
高
橋
論
文
で
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
'
怒
り
の
老
中
に
対
し
て
内
啓
は
発
給
さ
れ
な
く
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
以
前
に
は
奉
者
に
対
し
て
も
内
書
が

発
給
さ
れ
て
い
た
｡
以
下
､
酒
井
息
晴
宛
の
内
香
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡

(
知
)

酒
井
息
清
宛
の
徳
川
家
綱
黒
印
三
季
内
香
は
､
端
午

･
重
陽

･
歳
暮
と
も
に
各
九
通
づ
つ
が
伝
存
す
る

｡

い
ず
れ
も
懸
紙
が
付
さ
れ
'

内
昏
筆
記
者
と
同
筆
で

｢酒
井
侍
従
と
の
へ
｣
と
う
わ
書
が
あ
る
｡

【史
料
娼
】
江
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
家
綱
)
黒
印
端
午
内
審

懸
紙
う
わ
書

｢

酒
井
侍
従
と
の
へ

｣

為
端
午
之
祝
儀
､

推
子
単
物
数
三

到
来
歓
思
召
侯
也
'

五
月
三
日

(家
綱
黒
印
)

｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
的
)

一
七
九



史

料館研
究
紀
要

第三一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

(息
清
)

酒井
侍
従

と
のへ

日
付
は
い
ず
れ
も
五
月
三
日
の
み
で
あ
る
｡
祝
儀
物
は
'
｢椎
子
単
物
三
｣
が
固
定
し
て
い
る
｡
祝
儀
表
現
は
'
｢端
午
之
祝
儀
｣
｢端

午
之
祝
詞
｣､
歓
喜
表
現
は

｢歓
｣
｢恰
｣
｢析
｣
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

【史
料
49
】
江
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
家
綱
)
黒
印
重
陽
内
書

為
重
陽
之
祝
儀

小
袖

一
重
到
来
､

歓
思
召
侯
也
'

九
月
七
日

(家
綱
黒
印
)

(息
清
)

酒
井

侍

従

と

の
へ

日
付
は
い
ず
れ
も
九
月
七
日
の
み
で
あ
る
｡
祝
儀
物
は
､
｢小
袖

一
重
｣
が
固
定
し
て
い
る
｡
祝
儀
表
現
は
､
｢重
陽
之
祝
儀
｣
｢重
陽

之
祝
詞
｣
｢重
陽
之
嘉
儀
｣
｢重
陽
之
慶
事
｣
｢重
陽
佳
節
｣
'
歓
喜
表
現
は

｢歓
｣
｢恰
｣
｢喜
｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

【史
料
50
】
江
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
家
#
)
黒
印
歳
暮
内
書

為
歳
暮
之
祝
儀

小
袖
｣
重
到
来
'

歓
思
召
侯
也
'

十
二
月
廿
七
日

(家
綱
黒
印
)



(忠
清
)

酒
井

侍

従

と

の
へ

日
付
は
ほ
と
ん
ど

一
二
月
二
七
日
だ
が
､

一
点
の
み
一
二
月
二
九
日
付
が
あ
る
｡
祝
儀
物
は
重
陽
と
同
じ
-

｢小
袖

一
重
｣
が
固
定
し

て
い
る
｡
祝
儀
表
現
は
､
｢歳
暮
之
祝
儀
｣
｢歳
暮
祝
儀
｣
｢歳
暮
祝
詞
｣
｢歳
暮
之
佳
祝
｣
､
歓
喜
表
現
は

｢歓
｣
｢恰
｣
｢喜
｣
｢倖
｣
｢喜
｣

｢悦
｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

徳
川
綱
音
が
将
軍
就
任
後
'
延
宝
九
年

(
一
六
八
一
)
九
月
七
日
付
で
黒
印
重
陽
内
香
が
発
給
さ
れ
る
｡

【史
料
51
】
些
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
踊
喜

黒
印
重
陽
内
書

為
重
陽
之
佳
節

′

小
袖

一
重
到
来

喜
思
召
侯
也
'

九
月
七
日

(綱
青
黒
印
)

(忠油)

酒
井

侍従と
の
へ

従
来
の
様
式
と
変
更
が
な
い
｡
奉
著
名
が
文
末
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
'
酒
井
息
清
が
綱
吉
の
最
初
の
内
番
発
給
の
奉
者
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
｡
歳
暮
か
ら
は
'

一
二
月
に
酒
井
恩
情
が
大
老
を
免
じ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
､
奉
者
は
稲
葉
正
則
に
役
替
え
と

な
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
次
の
内
香
が
発
給
さ
れ
た
｡

【史
料
52
】
江
戸
幕
府
将
軍

(徳
川
綱
喜

黒
印
歳
暮
内
蕃

為
歳
暮
之
祝
儀

｢御
内
香
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
]
号

(二
〇
〇
〇
年
)

小
袖

1
重
到
来

歓
思
食
侯
､
委
曲

(正
則
)

稲
葉
美
濃
守
可

述
侯
也
'

十
二
月
廿
七
日

(綱
青
黒
印
)

(忠
清
)

酒
井
侍
従
と
の
へ

奉
者
を
担
当
し
た
稲
葉
正
則
の
名
が
文
末
に
記
さ
れ
､
侍
従
格
式
の
書
札
札
で
あ
る
｡
こ
の
内
香
は
延
宝
九
年

(
一
六
八
一
)
二
月
四

日
に
渡
さ
れ
､
忠
治
は
同
年
二
月
二
七
日
に
隠
居
が
許
さ
れ
'
同
年
五
月

一
九
日
に
没
す
る
｡
し
た
が
っ
て
､
【史
料
52
】
は
､
酒
井
息

清
宛
の
最
後
の
内
書
と
な
る
｡
な
お
､
越
後
騒
動
に
連
座
し
て
'
息
晴
の
子
息
明
は
延
宝
九
年
六
月
二
九
日
か
ら
同
年

一
二
月
二
七
日
ま

で
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
る
｡
そ
の
後
'
忠
明
時
代
の
内
幸
は
'
宛
所

･
懸
紙
う
わ
書
は

｢前
橋
侍
従
と
の
へ
｣
に
変
化
す
る
｡

あ
わ
り
に

三
季
内
書
は
'
ま
ず
諸
大
名
か
ち
将
軍
へ
の
時
服
献
上
が
あ
り
'
そ
れ
へ
の
返
礼
と
し
て
内
書
が
発
給
さ
れ
る
と
い
う
献
上
儀
礼
の
な

か
に
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
｡
貞
享
元
年

(
〓
ハ
八
四
)
以
前
'
表
面
的
に
は
内
書
発
給
事
務
に
関
与
し
て
い
な

い
よ
う
に
見
え
る
内
書
文
末
に
記
載
の
人
物
も
'
そ
の
人
物
が
将
軍
へ
の
献
上
儀
礼
を
担
う
最
高
責
任
者
の
地
位
に
あ
り
'
将
軍
と
諸
大



名
と
を
つ
な
ぐ
儀
礼
空
間
の
象
徴
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
ば
'
内
書
の
文
末
に
そ
う
し
た
人
物
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ

と
は
､
儀
礼
空
間
の
家
格
差
を
超
え
て
'
す
べ
て
の
諸
大
名
が
そ
の
人
物
を
介
在
に
し
て
将
軍
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示

す
意
義
が
あ
っ
た
｡

貞
享
元
年
八
月
'
堀
田
正
俊
の
死
去
に
よ
-
大
老
不
在
の
状
況
と
な
る
｡
こ
れ
は
'
酒
井
雅
楽
頭
家
の
家
城
と
し
て
定
着
L
t
大
老
の

役
務
と
し
て
稲
葉
正
則

･
堀
田
正
俊
に
引
き
継
が
れ
た
幕
肘
儀
礼
構
造
を
老
中
月
番
制
の
も
と
に
管
掌
さ
せ
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
｡

以
後
は
､
内
書
の
授
受
に
限
っ
て
い
え
ば
､
三
李
の
時
服
を
献
上
し
た
月
の
月
番
老
中
が
内
昏
発
給
の
懸
り
と
な
る
仕
組
み
が
確
立
し
'

内
書
授
受
の
す
べ
て
の
機
能
が
そ
の
懸
り
の
老
中
の
人
格
の
も
と
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
の
変
化
は
'
幕
府
儀
礼
の
伝
統
化

の
な
か
で
､
そ
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
酒
井
雅
楽
頭
家
の
家
職
を
担
え
る
ほ
ど
に
'
諒
府
老
中
制
が
権
力

･
権

威
と
も
に
実
力
を
備
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
評
価
し
た
い
｡

ま
た
'
現
代
に
伝
存
す
る
三
季
内
書
に
つ
い
て
､
従
来
の
研
究
で
は
内
番
文
面
の
書
札
礼
の
差
異
か
ら
､
そ
れ
ら
に
家
格
差
が
存
在
す

る
こ
と
の
指
摘
は
あ
っ
た
が
'
本
稿
で
は
内
書
が
授
受
さ
れ
る
場
の
差
異
を
解
明
す
る
こ
と
で
'
そ
の
家
格
差
を
示
す
と
と
も
に
'
内
書

の
文
面
の
み
か
ら
で
は
知
り
得
な
い
内
香
の
社
会
的
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
史
料
空
挺

解
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
,
同

じ
内
書
と
い
っ
て
も
'
黒
田
家
の
内
香
は
殿
中
渡
し
で
あ
り
､
津
軽
家
の
内
書
は
老
中
宅
渡
し
と
い
う
差
異
が
あ
り
､
そ
の
授
受
過
程
で
､

さ
ら
に
派
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
や
付
加
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
日
記
'
内
書
留
め
､
包
紙
う
わ
書
な
ど
-
の
内
容
も
'
右
の
よ
う
な
史
料
空

間
の
差
異
を
前
提
と
し
た
う
え
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
｡
ま
た
'
上
野
秀
治
氏
は
内
番
の
交
付
者
が
老

中
で
あ
っ
て
酒
井
息
晴
で
は
な
い
こ
と
か
ら
､
｢息
晴
が
大
老
に
進
ん
だ
た
め
､
交
付
事
務
は
扱
わ
な
く
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
｣
(五
八

頁
)
と
し
て
い
た
｡
し
か
し
､
忠
治
は
延
宝
八
年

二
六
八
〇
)
九
月
ま
で
私
宅
渡
し
の
内
書
の
交
付
事
務
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
'

史
料
空
間
の
差
異
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
あ
る
｡

｢御
内
番
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

一
八
四

た
だ
し
､
本
稿
を
し
て
も
ま
だ
内
書
に
つ
い
て
十
分
に
論
じ
き
れ
た
と
は
い
え
ず
,
い
く
つ
か
の
課
題
を
残
し
て
い
る
｡
そ
の
一
つ
は
,

近
世
史
科
学
の
体
系
の
な
か
に
内
書
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
'
本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に
'
内

書
､
書
状
､
朱
印
状
'
奉
書
'
書
付
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
相
互
の
関
係
の
な
か
で
内
幸
が
固
有
に
有
す
る
機
能
を
確
定
す
る
必
要
が

あ
り
'
当
面
は
個
々
の
文
書
に
つ
い
て
の
史
科
学
的
研
究
を
蓄
積
す
る
し
か
な
い
｡
ま
た
'
内
書
自
体
の
定
義
に
つ
い
て
も
､
歴
史
学
研

究
に
お
い
て
豊
臣
秀
頼
の
政
治
史
的
分
析
の
蓄
積
が
な
い
以
上
､
内
書
の
定
義
に
は
唆
味
な
部
分
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
'

歴
史
学
研
究
に
お
け
る
史
料
学
研
究
の
重
要
性
を
示
す
と
と
も
に
'
史
料
学
研
究
も
ま
た
歴
史
学
研
究
と
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
｣

史
科
学
的
分
析
の
み
に
立
脚
し
た
史
料
学
研
究
は
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

汰(1
)
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
所
蔵
蜂
頚
賀
家
文
書
二
七
A
八
九
三

ー
一
一
〇
号
｡

(2
)
大
野
充
彦

｢江
戸
幕
府
発
給
文
書
に
つ
い
て
｣
(r土
佐
藩
主
山
内

家
歴
史
資
料
日
録
L
t
一
九
九
一
年
)
で
は
､
固
定
化
の
時
期
を
寛

永
六

-
二
二
年
と
推
定
し
て
い
る
｡

(3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
藤
井
謙
治
氏
が

｢徳
川
家
光
花
押

文
香
の
研
究

(
こ
｣
(r京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
】
三
八
号
'

1
九
九
九
年
)
の
注
5
に
お
い
て
'
本
史
料
を
根
拠
に
高
橋
修
氏

の
説
に
疑
義
を
唱
え
て
い
る
｡

(4
)
東
京
大
学
史
料
楯
某
所
所
蔵
小
浜
酒
井
家
文
昏

(原
本
S
･
〇
ユハ

七
1
･
二
〇
二
1)｡

(5
)
山
本
博
文

｢新
発
見
の
小
浜
酒
井
家
文
書
｣
(r東
京
大
学
史
料
編

纂
所
研
究
紀
要
｣
七
号
､
一
九
九
七
年
)0

(6
)
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
寄
託
大
河
内
於
平
家
文
事
一
二
二
号
｡

な
お
､
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
腰
写
し
た
子
爵
戸
田
氏
共
所
蔵

文
書

(三
〇
七
一
･
五
三
･
二
九
)
に
は
､
家
光
の
花
押
が
写
さ

れ
て
お
り
､
正
文
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
'
栓
平
家

二
戸
田

家
の
い
ず
れ
に
正
文
が
伝
来
し
た
の
か
を
現
段
階
で
は
確
定
で
き

て
い
な
い
｡



(7
)
同
右
文
書

一
二
四
号
｡

(8
)
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
彦
根
洋
井
伊
家
文
沓
四
四
〇
一
五
号
｡

(9
)
古
文
書
学
上
の
定
義
で

｢御
内
昏
｣
を

｢内
々
｣
の
も
の
と
理
解

す
る
も
の
が
あ
る
が
'
上
島
有
氏
は

｢御
内
書
｣
を

｢室
町
幕
府

歴
代
将
軍
の
直
判
の
沓
状
形
式
の
文
番
で
､
特
に
公
的
な
内
容
を

有
す
る
も
の
｣
と
規
定
し

(｢国
史
大
辞
典
】
5
'
｢御
内
昏
｣
の

項
､
｢初
期
の
御
内
書
に
つ
い
て
｣
r古
文
啓
研
究
J

1
三
号
'

1

九
七
九
年
)､
小
宴
博
氏
は

｢公
的
な
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い

た
｣
と
指
摘
し

(｢足
利
尊
氏
と
御
内
番
｣
r日
本
史
研
究
J

1
七

三
号
'

一
九
七
七
年
)､
上
野
秀
治
氏
も

｢公
的
内
容
を
有
｣
す
る

と
し
て
い
る

(r概
説
古
文
古
学
｣
近
世
輔
'
曹
川
弘
文
飽
､

1
九

八
九
年
)｡
本
文
に
述
べ
た
課
粗
を
解
決
し
た
う
え
で
結
論
を
導
き

出
す
必
要
が
あ
る
の
で
'
こ
こ
で
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
､

本
箱
で
は

｢御
内
昏
｣
と

｢昏
状
｣
の
差
異
の
理
解
は
右
の
理
解

を
前
捉
と
し
､
｢御
内
書
｣
=
公
的
文
書
､
｢書
状
｣
=
私
的
文
啓

と
し
て
静
を
進
め
た
い
｡
ま
た
､
上
島
氏
が

｢実
際
に

は
将
軍
の

ヽ

地
位
の
関
係
か
ら
､
公
的
な
御
内
番
と
私
的
な
沓
状
と
は
区
別
が

困
杜
な
場
合
が
少
な
く
な
い
｣
と
指
摘
し
た
よ
う
に
､
江
戸
時
代

の
歴
代
将
軍
が
発
給
し
た
直
判
の
昏
状
形
式
の
文
番
に
お
い
て
も
'

実
際
に
は
公
私
の
区
別
を
分
か
ち
が
た
い
も
の
が
存
在
す
る
｡
た

′
｢御
内
書
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

と
え
ば
'
【史
料
2
】
の
徳
川
家
光

｢御
内
番
｣
は
'
家
光
の
心
情

を
吐
露
す
る
内
容
を
含
み
'
包
耗
う
わ
古
が
な
け
れ
ば

｢沓
状
｣

と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
｡
し
か
し
､
こ
れ
を
受
け
取
っ
た

酒
井
忠
勝
佃
は
公
的
な
も
の
､
言
い
換
え
れ
ば
家
光
の

｢御
用
｣

が
命
じ
ら
れ
た
と
受
け
止
め
'
こ
れ
を

｢御
内
昏
｣
と
称
し
た
の

で
あ
り
'
山
本
博
文
氏
も
前
掲
論
文
で

【史
料
2
】
は

｢忠
勝
の

幕
政
上
の
特
別
な
権
限
を
認
め
た
保
証
啓
の
意
味
を
持
つ
｣
と
公

的
機
能
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

(10
)
徳
川
家
綱
内
昏

(山
本
博
文

｢新
発
見
の
小
浜
酒
井
家
文
昏
｣
所

収
'
五
号
文
香
､
原
本
S
･
〇
六
七

1
二

1〇
･
五
)｡
な
お
､
史

料
表
現
で

｢御
判
｣
と
あ
る
場
合
は
'
昏
判
の
場
合
と
印
判
の
場

合
の
両
様
が
存
在
す
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡

(1
)
東
京
大
学
史
料
箱
妊
所
所
蔵
小
浜
酒
井
家
文
昏

(原
本

S
･
〇
六

七

一
二

一〇
･
一
)｡

(12
)
岡
山
大
学
所
蔵
池
田
文
雄
C
九
､
九
二
号
｡
早
稲
田
大
学
附
属
図

番
館
所
蔵

｢池
田
文
庫
藩
政
史
粁
マ
イ
ク
ロ
版
狼
成
｣
を
利
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
た

(以
下
､
同
文
雄
に
つ
い
て
は
同
じ
)｡

(13
)
同
右
C
9
､
九
五
号
｡

(14
)
国
文
学
研
究
敢
料
館
史
料
館
所
戒
蜂
須
幻
家
文
沓
二
七
A
八
九
三

-

1
～

一
七
｡

]
八
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

(15
)
山
内

神
社宝
物
資
料
飽
所
蔵
土
佐

藩主山
内
家
文
替
｡
r高
知
県
歴

史
資
料
調
査
報
告
書

土
佐
藩
主
山
内
家
歴
史
資
料
目
録
J
､
1
九

九

一
年
､
二
〇
八
貢
｡

(16
)
同
右
｡

(17
)
三
鬼
清

一
郎

｢豊
臣
秀
昔
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
｣
(名
古
屋

大
学
文
学
部
研
究
論
集

｢史
学
L
l二
四
'

一
九
八
八
年
)｡

(18
)
こ
れ
以
外
に
'
徳
島
県

立
文
書
館
所
蔵
蜂
須
賀
家

文
書

1
1
号
で

も
､
秀
忠
が
蜂
須
賀
蓬
庵
に
宛
で
た
内
昔
の
文
中
で
､
｢内
書
｣
と

記
し
て
い
る
｡

(1
)
伊
木
寿

1
r増
訂
日
本
古
文
書
学
｣
(雄
山
間
'

1
九
七
六
年
)
で

は
､
｢内
昏
｣
と
い
う
項
目
を
立
て
'
｢当
時
は
多
く
御
内
書
と
御

の
字
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
る
｣
と
説
明
し
て
い
る
｡

(20
)
そ
の
点
で
'
笠
谷
和
比
古

｢近
世
武
家
文
書
の
研
究
し
(法
政
大
学

出
版
会
､

一
九
九
八
年
)
で
､
｢御
内
書
｣
｢老
中
御
書
出
｣
｢老
中

御
書
付
｣
｢老
中
御
香
取
｣
な
る
文
書
名
称
を
採
用
し
た
点
に
つ
い

て
､
そ
れ
ら
の
文
書
に

｢御
｣
を
付
け
て
名
称
を
付
与
す
る
な
ら

ば
､
｢老
中
奉
昏
｣
に
つ
い
て
も

｢老
中
御
車
昏
｣
と
し
な
け
れ
ば

体
系
性
が
と
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(2
)
岡
山
大
学
所
蔵
池
田
家
文
書
C
九
､
九
四
-
二
号
｡

(詔
)
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
黒
田
家
文
書

1
八
四
号
｡

一
八
六

(2
)
｢御
直
之
御
切
紙
｣
の

｢御
直
｣
と
は
'
藩
主
を
直
積
の
宛
所
と
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
｡

(別
)
こ
こ
で
は
単
著
に
よ
る
発
給
と
な
っ
て
い
る
が
､
連
署
奉
香
も
現

存
し
て
い
る

(国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
所
蔵
土
屋
家
文
書
)
｡

単
著

･
連
署
の
差
は
､
西
丸
老
中
の
構
成
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
｡

(tQ
)
島
津
家
文
書
か
ら
そ
の
1
例
を
示
し
て
お
-
.

江
戸
幕
府
老
中
連
署

奉
書

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
島
津
家

文
昏
黒
壮
二
八
九
五
号
t
r鹿

児
島
県
史

料]旧
記
雑
録
迫
良
四
四

一
号
文
昏
)0

丙
通
之
御
札
令
拝
見
侯
'
去
歳
暮
為
御
祝
詞
､
呉
服
被
献
之
所
'

御
当
代
始
而
被
成
御
内
香
'
其
以
後
端
午
御
祝
儀
如
御
嘉
例
被
差

上
之
､
是
又
御
内
書
頂
戴
､
各
使
者
時
服
被
下
之
'
重
畳
黍
被
存

之
由
'
待
井
意
侯
､
依
之
為
御
礼
被
差
越
使
者
侯
'
入
念
侯
之
段

及
台
開
侯
､
恐
々
謹
言
'

(慶
安
五
年
)

松
平
和
泉
守

八
月
十

一
日

乗
寿

(花
押
)

松
平
伊
豆
守

侶
綱

(花
押
)

松
平
大
隅
守
殿



(26
)
牧
野
坪
良
民
所
蔵
文
啓
｡

(27
)
大
野
充
彦

｢江
戸
幕
府
発
給
文
番
に
つ
い
て
｣
(r土
佐
洋
主
山
内

家
歴
史
資
料
日
録
J
､

1
九
九
1
年
)0

(訪
)
上
野
秀
治
氏
は
､
蜂
須
賀
家
文
書

(九
〇
1
-
二
二
号
)
の
包
紙

(侶
小各

う
わ
香
に

｢享
保
七
寅
年
重
陽
之
御
内
書
御
披
露
人
安
藤

対

馬

守

殿
御
渡
被
成
侯
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
'
｢
こ
の
文
昔
で
使
用
さ
れ
て

い
る

｢披
露
人
｣
は
､
御
内
香
淀
し
の
と
き
に
御
内
香
を
交
付
す

る
老
中
の
こ
と
を
指
し
て
い
て
､
御
内
香
の
文
中
に
登
場
す
る
老

中
を
直
接
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
よ
っ
て
こ
の
一
過
を
以

っ
て
御
内
昏
文
中
の
老
中
を
披
露
人
と
名
付
け
る
の
は
必
ず
し
も

適
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
御
内
書
渡
し
の
際
の

老
中
は
御
内
書
を
'
受
領
す
る
大
名
の
家
臣
に
披
露
L
t
そ
の
家

臣
に
時
服
を
披
露
し
て
与
え
る
の
で
披
露
人
と
い
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
が
'
御
内
番
渡
し
の
老
中
は
原
則
と
し
て
御
内
昏
文
中
に
記

さ
れ
る
老
中
と
同

一
人
物
で
あ
る
か
ら
'
大
名
よ
り
献
上
さ
れ
た

時

服
を
将
軍
に
披
露
し
た
こ
と
に
も
な

ると
考
え
ら
れ
る
｣
と
い

｢

う
理
由
か
ら
'

内昏
文
中
の
老
中
を

｢
披

露
人
｣
'
内
番
渡
し
の
老

中
を

｢交
付
者
｣
と
し
て
い
る
｡

(
8
3
)

た
と
え
ば
'
｢公
儀
所
自
乗
｣
に

｢重
陽
之
御
内
書
出
申
侯
'
大
炊

殿
御
奉
こ
て
'
杉
山
甚
右
AQ持
七
給
侯
｣
(寛
永

二

年
九
月
二
二

｢御
内
昏
｣
の
史
料
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

日
の
粂
)
と
あ
り
､
｢奉
｣
の
用
例
が
近
世
初
期
か
ら
確
認
で
き
る
｡

(3
)
藤
井
誠
治

｢徳
川
家
光
花
押
文
香
の
研
究

(
1
)｣
(r京
都
大
学
文

学
部
研
究
紀
要
｣
三
八
号
､
]
九
九
九
年
)｡
本
研
究
は
元
和
期
を

対
象
と
し
､
酒
井
息
利

･
青
山
息
俊
か
ら
酒
井
息
世
へ
の
変
化
の

時
期
を
確
定
し
て
い
る
｡
ま
た
､
土
井
利
勝
か
ら
酒
井
忠
勝
へ
の

変
化
の
時
期
も
藤
井
氏
か
ら
ご
故
示
を
い
た
だ
い
た
｡

(31
)
r鹿
児

島
県
史
料
]
旧
屈

雑
録
追

録1
､
四

]五
号
文
香
｡

(㍊
)
京
都

府
立
怠合
資
料
館

所
蔵
泣

稲葉家
文

番｡
国
文
学
研
究
資
料

館
史
料
館
所
戒
写
其
版

(p
七
二
〇
八
)
を
利
用
'
以
下

｢永
代

日
記
｣
の
出
典
は
同
じ
｡

(SB
)
藤
井
謙
治

r江
戸
閑
#
し
(免
英
社
版
日
本
の
歴
史
12
'
1
九
九
二

年
)
に
よ
れ
ば
'
寛
文
四
年

二

六
六
四
)
段
階
で
の
大
名
は
二

二
五
人
で
あ
っ
た
｡
延
宝
九
年

二

六
八
こ

段
階
で
も
大
名
政

に
大
差
は
な
い
た
め
'
稲
発
が
受
け
取
っ
た

]
九
八
通
の
内
番
は

殿
中
渡
し
分

(二
五
家
前
後
)
を
除
い
た
私
宅
渡
し
分
の
み
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

(別
)
酒
井
息
晴
も
同
様
の
文
番
を
発
給
し
た
が
､
棒
軽
家
の

｢江
戸
日

記
｣
(弘
前
市
立
図
番
飽
所
蔵
津
軽
家
文
辞
)
で
は

｢御
手
紙
｣

｢御
切
紙
｣
と
あ
り
､
｢御
車
昏
｣
と
記
し
た
も
の
を
見
な
い
｡
大

老
が
奉
番
を
発
給
し
な
い
こ
と
を
反
映
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

一
八
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

る
が
､
当
該
期
の
私
宅
渡
し
の
諸
大
名
家
の
事
例
を
広
く
集
め
る

こ
と
を
課
題
と
し
て
残
す
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
こ
で
仮
に

｢江
戸

幕
府
奉
者
切
紙
書
状
｣
と
い
う
名
称
を
付
与
し
た
が
､
後
考
に
待

ち
た
い
｡
な
お
､
貞
享
元
年
に
懸
り
の
老
中
が
私
宅
渡
し
も
担
当

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
､
こ
の
系
統
の
文
書
を

｢御
切
紙
之

御
奉
書
｣
と
記
し
た
事
例
が
散
見
さ
れ
る
｡
そ
の
な
か
で
'
彦
根

洋
井
伊
家
文
書

(彦
根
城
博
物
館
所
蔵
)
で
は

｢御
書
付
｣
と

｢御
奉
書
｣
の
二
種
類
の
包
紙
う
わ
啓
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
注

目
さ
れ
る
｡
内
容
的
に
は
奉
書
で
あ
る
が
'
形
態
的
に
に
は
書
付

に
近
い
た
め
､
両
様
の
名
称
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま

た
'
貞
享
元
年
以
降
に
も

｢御
手
紙
｣
と
記
し
た
事
例
も
あ
り
'

江
戸
時
代
に
は
こ
の
系
統
の
文
書
類
型
に
対
し
て
'
奉
書

･
書
状

(手
紙
)

･
書
付
と
い
っ
た
明
確
な
文
書
認
識
の
区
別
は
な
か
っ
た

と
す
る
の
が
実
態
と
考
え
ら
れ
る
｡

(Eq
)
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
所
蔵
対
馬
宗

家
文
書

T
I
六
二｡

(36
)
同
右

｡

(37
)
姫
路
市
立
図
書
館
所
蔵
姫
路
酒
井
家
文
書
｡
前
橋
市
立
図
書
館
所

蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
利
用
｡

(詔
)
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
弘
前
津
軽
家
文
啓
｡
国
文
学
研
究
資
料
飽

史
料
館
所
蔵
写
真
版

.(p
七
九
〇
)
を
利
用
｡

一
八
八

(
39
)
こ
の
点
で
､
三
家
の
内
書
渡
し
が
部
局
之
間
で
な
さ
れ
て
お
り
､

そ
の
場
に
大
老
が
出
座
し
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
今
後
､

三
家
の
内
昏
授
受
の
次
第
を
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

(4
)
藤
井
謙
治

r江
戸
幕
府
老
中
別
形
成
過
程
の
研
究
]
(校
倉
書
房
､

一
九
九
〇
年
)
｡
ま
た
'
幕
府
老
中
奉
書
に
つ
い
て
は
'
高
木
昭
作

r江
戸
幕
府
の
制
度
と
伝
達
文
書
｣
(角
川
書
店
'
一
九
九
九
年
)0

(
41

)

山
本
博
文

｢近
世
初
期
の
老
中
発
給
文
啓
と
月
番
制
｣
(r東
京
大

学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
｣
二
号
､

1
九
九
二
年
)0

(胡
)
｢江
戸
幕
府
日
記
｣
(姫
路
市
立
図
書
館
所
蔵
酒
井
家
文
育
'
国
文

学
研
究
資
料
館
史
料
館
所
蔵
写
真
版
p
八
〇
〇
八
を
利
用
)
､
｢大

和
守
日
記
｣
(r日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
J
第

】
二
巻
､
三
1
書

房
)｡

(43
)
｢鹿
児
島
県
史
料
J
旧
記
雑
録
追
録
I
t

一
九
〇
四
文
書
｡
.

(
鶴

)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
宗
家
文
専

一
-

一
｡

(45

)
山
口
県
立
文
書
館
所
蔵
毛
利
家
文
庫
｡
以
下
､
出
典
は
同
じ
｡
九

州
文
化
史
研
究
所
所
蔵
写
真
版
を
利
用
｡

(46
)
｢江
戸
幕
府
日
記
｣
｡

･

(47
)
｢酒
井
恩
情
家
譜
｣
｢重
朗
日
記
抜
粋
｣
(姫
路
市
立
図
書
館
所
蔵
酒

井
家
文
書
'
前
橋
市
立
図
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
利
用
)｡

(4
)
山
本
博
文

r幕
藩
制
の
成
立
と
近
世
の
国
利
J
(校
倉
書
房
'
1
九



九
〇
年
)
0

(49
)
弘
前
市
立
図
書
飽
所
蔵
津
軽
家
文
番
｡

(50
)
姫
路
市
立
図
書
館
所
蔵
姫
路
酒
井
家
文
番
｡

(
51
)
史
料
空
間
と
い
う
用
語
は
､
渡
辺
浩

一
氏
が
最
初
に
提
起
し
た
も

の
で
あ
る
｡
ま
た
､
史
料
空
間
の
下
位
概
念
と
し
て
は
存
在
空

間

･
認
識
空
間
の
二
つ
を
設
定
し
て
い
る
が
､
こ
の
考
え
は
渡
辺

氏

･
山
崎
圭
氏
'
お
よ
び
筆
者
と
の
議
論
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
｡

た
だ
し
､
各
々
の
史
料
空
間
論
の
理
解
に
は
多
少
の
ズ
レ
が
あ
り
､

当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
射
程
と
す
る
と
こ
ろ
も
異
な
っ
て
い
る
｡

今
後
､
多
く
の
方
々
に
議
論
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
'
史
料
空
間

論
を
鍛
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
詳
し
-
は
､
r日
本
近
世

史
科
学
研
究
-
史
料
空
間
論
へ
の
旅
立
ち
-
｣
(北
海
道
大
学
出
版

会
'
二
〇
〇
〇
年
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡

(付
記
-

)

本
箱
は
､

平
成

十

一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

(C
)

｢大

名
家
文
番
の
構
造
と
機
能
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
｣
の
研
究
成
果
の

一部

で
あ
る
｡

(付
記
2

)

初
稿
に

際
し
て
､
尾
下
成
敏

｢御
内
書

･
内
書

･
昏
状
論
｣
(｢古
文
昏

｢御
内
昏
｣
の
史
科
学
的
研
究
の
試
み

(福
田
)

学
研
究
し
四
九
号
'

1
九
九
九
年
四
月
)
'
同

｢粗
田
信
長
発
給
文
番
の

基
礎
的
研
究
1
線
田
倍
長

｢御
内
昏
｣
の
年
次
比
定
を
中
心
に
I
｣
(
r富

山
史
増
し

二
二
〇
号
､

一
九
九
九
年

一
一
月
)
の
存
在
を
知
っ
た
｡
閑
説

す
べ
き
点
が
多
く
あ
り
､
刊
行
年
次
か
ら
し
て
も
全
-
浅
学
の
誇
り
を
免

れ
な
い
が
､

一
切
本
論
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
正
直
に
お
詫
び
申

し
上
げ
た
い
｡
氏
が
提
起
す
る
御
内
昏

･
内
沓

･
番
状
と
い
う
文
昏
類
型

の
差
異
は
本
箱
の
間
超
意
識
と
も
共
布
す
る
重
要
な
論
点
で
あ
り
'
こ
れ

に
十
分
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
安
め
は
今
後
の
研
究
の
な
か
で
果
た
し
た

い
と
念
じ
て
い
る
｡
た
だ
し
'
こ
こ
で
放
小
取
の
コ
メ
ン
ト
を
付
す
こ
と

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
ま
ず
､
尾
下
氏

が
御
内
番
と
昏
状
の
差
異
に
つ
い
て
'
｢公

･
私
｣
と
い
う
機
能
的
側
面

か
ら
分
類
す
る
上
島
有
氏
へ
の
批
判
と
し
て
､
｢様
式
的
な
面
か
ら
論
じ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
位
位
づ
け
な
が
ら
､
｢様
式
上
の
特
徴
に

よ
る
分
娩
は
不
可
能
｣
と
主
張
し
､
結
果
と
し
て
発
給
者
の
地
位
に
よ
る

機
能
論

(そ
こ
に
は
公
的
地
位
が
含
ま
れ
て
い
る
)
か
ら
御
内
書

･
内

番

･
昏
状
の
区
別
を
す
る
の
は
､
批
判
と
し
て
有
効
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
｡
ま
た
､
本
論
で
も
述
べ
た
が
'
豊
臣
秀
曽
自
身
が

｢内
沓
｣
と
自

称
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
'
他
者
か
ら

｢内
香
｣
に
つ
け
ら
れ
た

｢御
｣

は
敬
称
と
思
わ

れ
る

が
､
御

内
番と
内
書
の

差
異
は
敬

称以
上
の
も
の
が

あ
る
の
か
ど
う

か
が

氏
の
論

の
な
か
で
は

不
明
で
あ

る｡し
た
が
っ
て
､

一
八
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
三
一
号

(二
〇
〇
〇
年
)

氏
の
説
と
重
複
し
た
部
分
は
ご
海
容
を
願
い
た
い
が
'
い
ず
れ
に
せ
よ
'

本
論
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
､
｢御
内
書
｣
以
外
の
文
書
類
型
の
史
科
学

的
研
究
の
蓄
積
が
な
い
以
上
､
｢御
内
書
｣
の
決
定
的
定
義
は
難
し
い
と

い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
｡
今
後
も
各
位
か
ら
の
ご
教
示
を
い
た
だ

き
つ
つ
'
近
世
史
科
学
の
体
系
化
の
な
か
で
こ
の
間
題
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

九
〇




